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源泉徴収 の臨時特例に関す る 法律

17 文部省設置法の一部を改正す る 法律

1 8  国立学校設置法及び国立養護教諭養
成所設置法の一部を改正す る 法律

20 所得税法の一部を改正す る 法律
政 令

54 国立学校設置法施行令の一部を改正す る
政令

55 国立大学の大学院に置く研究科の名称及
び課程を定め る政令の一部を改正す る政
令

62 所得税 法施行令の一部を改正す る政令
64 日本育英会法施行令の一部を改正す る

政令
95 文部省組織令の一部を改正す る政令

96 国立学校設置 法施行令の一部を改正す る
政令

97 国立大学の大学院に置く研究科の名称、及
び課程を定め る政令の一部を改正す る政
メ入μ 

1 05 所得説法施行令の一部を改正す る政令
省 令

〔文部省〕
2 国立学校設置法施行規則の 一部を改正す

る省令
3 国立大学の学科及び課程並び、lζ一講座 及び、

学科 目 lζ関す る省令の一部を改正す る省
令

7 大学入学資格検定規程等の一部を改正す
る省令

9 文部省設置法施行規則の一部を改正す る
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10 文部省定員規則の一部を改正す る省令
1 1 国立学校設置法施行規則の一部を改正す

る省令
1 2 国立大学の大学附置の研究所の研究部門

lζ関す る省令の一部を改正す る省令
13 国立大学の学科及ひや課程並び、に講 座及び、

学科目に関す る省令の一部を改正す る省令
〔大蔵省〕
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9 国家公務員共済組合法規則の一部を改正
す る省令

1 4 国有財産 法施行規則の一部を改正す る省
ρ、μ 

規 則
〔人事院〕
8 -18 採用試験に関する規則

1 0 - 4 職員の保健及 び安全保持の一部を改正
す る 規則

9 - 6 俸給 の調整額 の一部を改正す る規則
9- 1 非常勤職員の給与の一部を改正す る 規

則
9 -30 特殊勤務手当の一部を改正す る 規則
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9 - 2 俸給表の適用範囲の一部を改正す る 規 4 . 1 3  
則

9 -8 初任給， 昇格，昇給等の基準の一部を 4. 13 

改正す る 規則
訓 令

〔文部省〕
2 文部省所轄機関の研究部長等及び研究室 3 . 1 7 

長等の選考基準
3 事務局に部を置く国立大学等を指定す る

訓令の一部を改正す る訓令
4 国立大学の附属図書館に置く分館を定め

る訓令の一部を改正す る訓令
5 文部省債権管理事務取扱規程の一部を改

正す る訓令
6 文部省所管 物品管理事務取扱規程の一部

を改正する訓令
7 文部省会計事務取扱規程の一部を改正す

る訓｜令
8 国立大学又は国立大学の学部に置く分校

を定め る訓令 の一部を改正する訓令
9 文部省所管旅費規則の一部を改正す る訓

メ入
n 

11 教頭を 置く国立大学の学部の附属幼稚園
を指定す る訓令

1 2 文部省会計事務取扱規程の一部を改正す
る訓｜令

13 文部省債権 管理事務取扱規程の一部を改
正す る訓令

1 4 文部省所管 物品管理事務取扱規程の一部
を改正す る訓令

1 5 文部省所管国有財産取扱規程の一部を改
正す る訓令

16 国立大学又は国立大学の学部に置く分校
を定め る訓令の一部を改正す る訓令
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17 国立大学の附属図書館に置く分館を定め 。

る訓令の一部を改正 す る訓令
18 教頭を置 く国立大学の学部の附属幼稚園 。

を指定す る訓令の一部を改正す る訓令
1 9  薬剤部を置 く国立大学の学部の附属病院 。

の分院等を指定す る訓令の一部を改正す
る司｜｜令

20 国立大学の事務局等の部及び課に関す る 。
訓令

刀t
〔 文部省〕
1 20 昭 和 40年度科学研究費 補助金の計画調書 3. 10 

の提出期間を定め る件
1 24 文部省共済組合運営規則の一部を改正す 3. 29 

る件
官庁報告

採 用試験の対象とな る官職から除かれ る 官職
に 関 し決定した件 （人事院公示 3)

人事院の認定に係る受験資格 に 関 し決定 した
件 （人事院公示 4)
昭 和 30年人事院公示第 1 号の廃止に関 し決定
した件 （人事院公示 5)
採 用 試験及び採 用試験の試験機関の指定の告
知 （人事院〉
昭 和 32年人事院公示第 5 号の一部改正 に 関 し
決定 した件 （人事院公示6)
試験機関の長た る人事院総裁の権限の一部の
委任lと関 し決定 した件 （人事院公示7 )
昭 和 32年人事院事務総局公示第 1 号の一部改
正 に 関 し決定 した件 （人事院事務総局公示 1) 
採 用 試験に定め る 試験機関の長で人事院事務
総長lζ委任されたものの一部の委任に 関 し決
定 した件 （人事院事務総局公示 2)
昭 和 42年度国家公務員採 用試験施行計画 （人
事院事務総局）
学位授与 （文部省）
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昭 和 42年 3 月 ～ 5 月

政令第54号 （42. 3. 31・号外 30)
国立学校設置法施行令の一部を改正す る政令

（抜 粋）
国立学校設置法施行令 （ 昭 和 29年政令第43号） の一部を

次のように改正 す る 。
（ 中略）

別表 第 1

I 1 国時の州 連の国立大学 に 置かれ る 職引
｜ 富 山 大学 1 6似 ｜ 

附 則

乙の政令は、 昭 和 42年 4月 1 日 から施行する。
‘’‘・

政令第96 号 （42. 5. 31 ・ 号外6 0)
国立学校設置法施行令の一部を改正する政令

（抜 粋）
国立学校設置法施行令 （昭 和 29年政令第43号）の一部を

次のように改正す る 。
（中略）

別表 第 1

同立大学の名称 ｜ 建の町学中れ る 職員の

同 山 大 学 ｜ 6 86 人

附 則

1. との政令は， 昭 和 42年6 月 1 13から施行 す る。 ただ
し， 別表第 1 の改正規定申九州芸術工科大学に係 る 部分
については， 昭 和 43年 4 月 1 日 から施行する。

2. （略）

政令第55号 （42. 3. 3 1・ 号外 30)
国立大学の大学院に置く研究科の名称及び
課程を定め る政令の一部を改正す る政令

（抜 粋）
国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定め る

政令 （ 昭 和 38年政令第96 号）の一部を次のよう に 改 正 す
号外40 l る。

公

昭 和 42年度国家公務員採 用初級試験（第 1回） 4. 5 
公告 （人事院事務総向）
昭 和 42年度国家公務員採 用上級甲極試験公告 4. 20 
（人事院事務総長）
昭 和 42年度国家公務員採 用上級乙種試験公告 。
（人事院事務総長）
学位授与 （文部省） 5. 25 
第32回薬剤師国家試験合格者 （厚生省）

£ヒ
Zヨ

文部省共済組合定款の一部改正について

5. 3 1 
号外61

3. 29 

表 中富山大学の項を次のように改め る。

I I ""' !Vf J\'.fif 富 山 大 学 トー一一一 2…程｜ 工学研究科

（ 中略）
附 則

この政令は，昭和 42年 4月 1日から施行する。

省令第 2 号 （42. 3. 31・ 号外 34 )
国立学校設置法施行規則の
一部を改正す る省令

（抜 粋〉



折 学
哲 学 史
国 史 学
東洋史学
西洋史学
国 語 学

理 学 科
代数学及び幾何学
解析学及び応用 解析学
固体物理学
量子物理学
物質構造学
物 理 化 学

教 育学部
小学校教 員養成課程 ・中学校教 員養成課程 ・養護学
校教 員養成課程

国 語 学
国 文 学
書 道
j然 史 学
地 理 学
法 律 学
経済 学
社会科教 育
代数学及び幾何学
解析学及び応用 数学
数学科教 育
物 理 学
化 学
λ卜： 物 学
I也 学
声 架
器 楽
作 曲
絵 画
彫 塑
構 成
美術王望論・美術史

経済学部
経済学科

経 済 学
経 済 史
経 済 政策
財政金融論
統 計 学
経済地 理学
経 営 学

薬 学 部
薬 学 科

品』』寸・

国 文 学
英 語 学
英 文 学
ドイツ語学
ドイツ文学

有機及び生物化学
無機及び分析化学
動物形態 学
動物ft － 理学
植物生理及び形態学
地 学

体 育 実 技
生理学及び衛生学
学校 保健
体育理論・体育史
木材 加 工
電 気
機 械
食 物 学
被 服 学
家庭 管 理
農 業
英 語 学
英 米文 学
異常児J心型
異常児の病理
教 育 学
教 育 史
教 育 制 度
教 育社会学
教 育J心 理学
発達J心 理学

国立学校設置法施行規則lj （昭和39年文部省令 第1 1 号）の
一部を次のように改正す る。

第 5条 第 1 項中 「新潟 大学」を「新潟 大学 に，
富山 大学」

「神戸 大学」を「神戸 大学 に改め る 。
鳥取 大学」

別表 第 1 及び別表 第 2 を次のように改め る 。
別表 第 1

国 勢調学長 ｜教授 ｜物 ｜講 師 ！助手附 ｜養護 ｜その他 ｜ 守 ｜咽 称｜ j I � I ! l'TA I教諭｜の職 員｜ ｜ 
富崎｜ 1l 1 2 oj 1 1{ 41 

昭和42年 4 月 1 日 から施行す る 。

（中略）
附 則

乙の省令は，《，v、＂＂＇
省令 第1 1 号 （42.5. 31 ・号外 62)

国立学校設置法施行規則の
一部を改正す る省令

第88～90号

学
学
学
法
法
法
学
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商
簿
会
憲
民
商
社



報 昭和42 年3 月 ～ 5月

ム薬 化 学 ム薬 剤 学 2 . （略〉
ム薬品分 析化学 ム薬品生物化学 （公布の 日 昭和42年 4 月 22 日 〉
ム生 薬 学 ム薬品作用学 ，...，.，，、，.，，、＂＂N、，d、，、，w、，》.，...，..，，...，、，

ム衛 生 化 学 省令 第1 3 号 （42.5.31 ・号外 63)
製薬化学科 国立大学の学科及び課程並びに講 座 及び

ム薬品物理化学 ム薬品合成化学 学科 固化関する省令の一部を改正する省
ム薬剤製造学 ム生物薬品製造学 1メ�、 （抜 粋）

工 学 部 国立大学の学科 及び課程並びに講 座 及び学科 目 に関す る
電気工学科 省令 （昭和39年文 部省令 第 3 号）の一 部を次のように改正

β電 気 理論 ム電 気通信 する。
ム電 気機器 ム自 動 制御 別表 第 1 から 別表 第 74 までを次のように改める。
A電 力工 学 別表第34

工業化学科 富山大学
A有機工業化学 ム無機工業化学 文理学部
ム有機合成化学 ム工業物漂a化学： 文学 科

金属 工学科 fg 学 国文学及び漢文学
ム金属材料学 ム鉄 冶 金 学 哲 学 史 英 語 学
ム金属加工学 ム非鉄冶金学 国 史 学 英 文 学

機械工学科 東洋史学 ドイツ語学
ム材 料 力学 ム 熱 工 学 西洋史学 ドイツ文学
ム機 械力学 ム動力熱工学 国 語 学
ム流体工 学 理 学 科

生産機械工学科 代数学及び幾何学 構 造 化 学
切削加 工 塑性加 工 解 析 学 有 機化 学

工 業 計測 制御機器 国体物理学 形 態 学
化学工学科 量子物理学 生 理 学

反応工 学 機械的単位操作 結品物理学 細胞生物学
拡散単位操作 輸 送 現 象 物 理 化 学

（共通講 座） 教 育学部
ム応用物理学 小学 校教 員養成課程 ・中学校教員養成課程 ・益護学

教 養部 校教 員養成課程
手斤 学 社 会 学 国 訊�， i:..r 学 体 育 実 技
イ命 王聖 竿： 数 ，ぜやるー 国 丈 学 生 理学及び衛生学

心 理 学 物 理 学 書 道 学 校保健
Jfrti 史 学 化 ！ヂt 国語科 教 育 体育理論・体育史
)( 学 生 物 学 歴 史 学 木 材加工
1日r 楽 地 学 地 理 学 電 気
美 {1!\f 英 ロを荒'' 法 律 学 機 i1R 
法 学ヒ ドイ ツ 語 経 済 学 食 物 学
経 済 学 フラン ス；百 社会科 教 育 被 服 学
統 計 学 ラテ ン i吾 代数学及び幾何学 家庭管理
政 治 学 保健体育 解 析学及び応用数学 農 業
地 理 学 数学科教 育 英 語 学

備考 O印を冠するものは博士講 座、 ム印を冠するもの 物 理 学 英米文学
は修士講 座である。 化 学 英語科教 育

附 員iJ 生 物 学 異常児心理
乙の省令は， 公布の 日 から 施行し， 昭和42年4 月1 日 地 午 異常児の病理

から適用する。 τF弐＝ユ' Z、！｛己， 教 育 学

- 5 -
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理
理
史

済
統 計 学
政 治 学
地 理 学

O印を冠 す る も の は博士講座， ム印を す る もの は

社 会 学
数 学

物 理 学

化 学
生 物 学
地 学
1古 室五
"""' ロロ

ド イ ツ語
フラ ン ス語
ラテ ン 語

保健 体 育

学
学
学
学
学
楽
術
学
学

哲
倫

心
原
文
音
美
法
経

教 育史
教育 制 度
教育社会学

教育J心理学
発達心理学

第88～90号

器 楽

作 曲
絵 画
彫 塑

構 成
美術理論・美術史

経済学部
経済学科

経 済 学
学
学
法
法

記
計

商
簿
会
憲
民

学

経 済 史
経 済政策
財政金融論
統 計 学 備考

修士講座であ る 。

附 則

と の省令は，

法
学メ弘、

ヱミ

商
社

経 済地 理学
経 営 学

薬 学 部 昭和42年6 月 1 日 か ら 施行す る。

略
2 . 

3 .  ム薬 剤 学
ム薬品生物化学
ム薬 品作用学

薬 学 科
ム薬 化 学
ム薬品分 析 化学
ム生 薬 学 規内A斗ι十 則
ム衛生化 学

製薬化学科 富山大学教養部規則の制定

富山大学教養部規則を次の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 日

ム薬品合成化学
ム生物薬品製造学

ム薬品物理化学
ム薬剤製造学

工学 部 富山大学長 横 田嘉右衛門

富 山 大 学 教養 部 規 則

（趣旨）

第 1 条 宮 山大学学則第 5 条第 2 項の 規定に基づく教養部

で行な う一般教養の教育に関 し 必要な 事 項は， と の規則

に定め る 。

（学生 の身分）

第 2条 一般教育課程履修期 間中の学生 は教養部 lζ所属 す

る もの と す る 。

（履修期 間）

第 3条 教養部の履修期 聞 は， 1 年 6 カ月と し ， と の 聞 にお

いて一般教育課程の科 目 を履修す る こ と を原則 と す る 。

（授業科 目お よ び単位数〉

第 4条 授業科 目（ 以下 「科 目 」 と い う 。 ） お よ び単位数

は ， 別表の と お り と す る 。

（履修方法〉｜ 第 5 条 学生は ， 次の各号の定め る と と ろ は り 履修 し な

ければな ら な い 。

(1） 一般教育科 目
人文科学系列

社会科学系列
自然科学系列

計

12単位以上3 科 目
ij 

ム電 気 通信
ム自動 制 御

ム無機工業化学
ム工業物理化学

塑性加 工
制 御 機器

機械的単位操作
輸 送 現 象

ム鉄冶金 学
ム非 鉄冶金学

ム熱工 学
ム動力 熱工学

電気 工学科
A電 気 理論
ム電 気 機器
ム電力工 学
工業化学科
ム有機工業化学
ム有機合成化学

金属 工学科
A金属材料学
ム金属加 工学

機械工学科
ム材 料力学
ム機械力学
ム流体 工学

生 産機械工学科
切削加 工

工業計 測
化学工学科

反応工学
拡散単位操作

（共通講座）
ム応用物理学

教 養部

36単位以上

- 6-
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報 昭和42年 3月～5月

英 圭五
ロ＂ 8 単位

8 単位ドイツ語

計 1 2単位ないし 1 6単位
ただし， 1の 外国語科目を 8単位とし，他の 外国

語科目は 8 単位または4単位以上 とす る。
(3） 保健 体育科目

講 義
実 技

2単位
2単位

計 4単位
ただし，一般教育課程期間中には，講義2 単位，

実技 1 単位を履修す る。
2 学部学科 において必要 と 認め る場合は，教養部 と当該

学部の協議 に基づき，一般教育科 目 に つ い て 必 修 科
固または36単位を乙え る 必修単位を定めるこ と ができ
る。
（ 単位の計算方法）

第6条各科目の単位 数は，次の基準により計算す るもの
とす る
(1）議義は． 毎週 1 時 閉または 1 時間半 1 5週の股修をも

って1単位 とす る。
(2）演習は，毎週 2 時間1 5週の履修をもって 1 単位 とす

る。
(3）実験，実習および 体育実技は，毎週 3 時間1 5週のj侵

修をもって 1 単位 とす る。
（授業の 編成およ び掲示）

第7条科目は，各年次 に配当して編成し，授業時間数お

よ び授業担当教官名等はあらかじめ掲示する。

（履修科目 の 成績評価およ び単位の 認定）

第8条履修科目の成績評価および単位の認定は，簿記試
験（以下「試験」 という。） その他の方法 によって行な

。ャつ
（試験）

第9条試験は，授業の修了す る各学期 末lζ行なうもの と
し ， 試験科目およ び、 日 時等をあらかじめ掲示す る。ただ

し，科目 に よ っては随時行な う ととがある。

（ 追試験 ・ 再試験）

第10条追試験または再試験 については，別に定め る と乙
ろ によ る。

（専門課程への 移行）

第11条教養部所定の科目を雌修し，教授会 においてその
単位を 修得したζとを認定された学生は，別 に 定めると

とろにより，それぞれ学部専門課程へ移行す るこ とがで
きる。

2. 前項の認定をした と きは，教養部長は各学部長へ報
告す るもの とす る。

（助言教官）

第12条所属学生の補導のため，教養部 に助言教 官 を お
く。

2 助言教官 については，別 に定め る ところ によ る。
附 則

1. 乙の規則は，昭和42年 4月1日から施行する。

2. 富山大学一般教育課程履修規程 （昭和26年 1 月 1 3 日
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富山大学教養部教授会規則の制定

富山大学教養部教授会規則を次のように制定する。
昭和42年 4月14日

富山大学長 横 田嘉右衛門

富山大学教義部教授会規則

（設置）
第1条学校教育法第59条 に基づき教養部lζ教 授会を お

く。

（権限）

第 2条教授会は次の事項を審議す る。
(1）教育および研究の計画 に 関す る事項
（幼学科目の 種類およ び教育課程の 編成 に関する事項
(3）学生の 身分および課程の 修了 に 関する事項

(4）学生の成績 に 関する事項
(5）学生団体，学生活動およ び学生生活 に関する事項
(6）学生の 懲戒 に関する事項
(7) 教育公務員特例法その他の法令の規定によりその権

限I乙属せしめられた事項
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第88～90号
(8) 予算に関する事項
(9) その他教養部の教育・研究および運営に関する事項
（組織）

第3条 教授会は， 次の職員で組織する。
(1) 教養部長
(2）教 授
(3）助教 授
(4）講 師（常勤〉
ただし， 第 2条第7号の事項の うち， 教官人事および

名誉教授の内申に関しては， 教養部長， 教授をもって構
成する会議において審議する。
（議事）

第4条 教授会は， 教養部長 がとれを招集し， 議長 と な
る。

2 教養部長iζ事故ある と きは， 教養部長の指名する教授
がとれに代わる。

第5条 教授会は， 定例会および臨時会とする。
2 臨時会は， 教養部長において必要と認めた と き ， ま た
は構成員総数の 5 分の1以上の構成員から付議すべき事
項を示して請求のあった と き とれを聞く。

第6条 教授会は， 構成員の 3 分の 2 以上が出席しな けれ
ば議事を聞き議決することができない。ただし， 緊急必
要ある場合は， 構成員の 2 分の 1 以上の出席をもって議
事を聞き議決する と と がで き る。

2 議事は， 出席者の過半数をもって決する。ただし， 前
項ただし書の場合においては， 出席者の 3 分の 2 以上を
もって決する。

3 可否同数の と き は， 議長の決する と 乙 ろ による。
第7条 教官の人事および名誉教授の内申に関して審議す

る会議は， 構成員の 3 分の 2 以上が出席しな ければ議事
を聞き議決するζとができない。

2 議事は， 出席者の 3 分の 2 以上をもって決する。
（構成員以外の出席）

第8条 教養部長は， 必要に応じ構成員以外の職員を教授
会lと 出席させる 乙 と がで き る。
（幹事）

第9条 教授会lと幹事1名をおく。
2 幹事は， 教養部事務長をもってζれにあて， 議長の指
示により庶務を 処理する。

附 則

この規則は， 昭和42年 4 月 1 4日から施行し， 昭和42年 4
月 1日から適用する。

富山大学教養部運営協議会規則の制定

富山大学運営協議会規則を次のよう に制定する。
昭和42年 4 月18日

（設置）
富山大学長 横田嘉右衛門

富山大学教養部運営協議会規則

""" 7-

i 第1条 宮山大学学則第48条の規定に基づき， 本学に教養｜ 部運営協議会（以下「協議会」という。） をおく。
！ （権限）
｜第2条 協議会は， 次の事項を審議する。
! (1) 教養部運営の基本方針に関する事項
l (2) 教養部の教育課程の編成に関する基本的事項
よ (3）教養部教官人事の調整に関する事項｜ 凶 その他教養部の運営閣する重要事項

（組織）
第3条 協議会は， 次の職員で組織する。

(1）学 長
(2）各学部長および教養部長
(3）各学部から選出 された教授 各 1 名
(4）教養部から選出 された教授 5 名
(5) 学生部長

2 前項第 3号および第 4号の協議員は， 学長が委嘱し，
その任期は 2 年とする。ただし， 再任を妨げない。

3 補欠の協議員の任期は， 前任者の任期の残余期間とす
る。
（専門委員会）

第4条 協議会において必要と認めた と き は， 専門委員会
をおく乙とがで き る。
（議事）

第5条 協議会は， 学長 が乙れを招集し， その 議長 と な
る。

2 学長lと事故ある と き は， 学長の指名する協議員 が乙れ
に代わ る。

第6条 協議会は、 構成員の 3 分の 2 以上の出席 がなけれ
ば開会する と と ができない。

2 議事は， 出席協議員の過半数の賛成を得て決する。可
否同数のと き は， 議長の決する と と ろによる。
（協議員以外の出席）

第7条 議長は， 必要に応じ協議員以外の職員を協議会に
出席 させること ができ る。
（庶務）

｜第8条 協議会の庶務は， 事務局で 処理する。
附 則

1 .  この規則は， 昭和42年 4 月 18日から施行する。2 .  富山大学一般教育委員会規程（昭和24年8 月 1 2日制
定） および富山大学一般教育審議会規程（昭和36年 9月
8日制定） は， 廃止する。

富山大学大学院学則の制定

富山大学大学院学則を次のよう に制定する。
昭和42年 5月1 9日

富山大学長 横田嘉右衛門
富 山 大 学 大 学 院 学 則

第1章 総 則

（目的）
-8-



報
第1条 大学院は， 学術の理論および応用を教授研究 し，

その深_0�をきわめて， 文化の進展lζ得与する乙とを目的

とする。

（研究科）

第 2条 大学院K次の研究科をおく。

薬学研究科

工学研究科

（専攻〉

第3系 研究科！とりくの専攻をおく。

築学研究科 薬学専攻

工学研究科 電気工学専攻， 工業化学専攻， 金属工

学専攻， 機微工学専攻

（学位を与える課程）i 第4条 研究山即位を与える附以下「修士課

程」という。）をおく。

第5条 修士課程は， 学部における一般的ならびに専門的

教義の1::.1ζ広い視野に立って、 専攻分野を研究 し ， 精探

な学識と研究能力を養うものとする。

第2章 学生． ：芝良

：： 
第5 号 各 it科専攻別学生定員は， 次のとおりとするo

M科名 j 専 次 名 ｜入学定員； 総定員 i
! ： 菜どれや｝ ！ 薬 日主｜ 三0七· 1 4刷

I : : I' 1 � 'ct�t l1� 1 I名ι学W「· ：＼
金属T：，：主ガF攻 i 8名 ： 16名
機i戒工学.1JjJ)( 1 O名 l 20名

イ； t:-1- : 56名 ！
！ 箆3塗 学年 ・ 掌拘および休業日
！ （予£r·：， 守’it！；および休業i i) ｜ 第7粂 竿年 1♂JUJおよび似業1-l

Jllj （以下「シに，？予則」 という。 ）の規定を準用する。

第4芸－！： ：主義年限および在学期霞｜ （修業年！ω

第8妥！ ｛冴；ケJ手； ！ の修業年｜似［ま ’ 2年とする。：刈j「（司
第 S泣 研光科 の自学 j 同IIリ （ 、l , 4年をζえることができな

第5議： 授繋科目および履修方法
（授業科目および単位以）

第10条 各研究科の専攻別の授業科目および単位数は， 5j1J

に定める。
（］泣修方法）

昭和42年3月～5月

｜第限ザ：＇.L＇.は，雌する授業科目中選択科目の選択につ
！ いては， あらかじめ指導教官の指導を受けなければなら

！ 7誌い。l 第13条 学1:tは， 指導政I；；の許可を｛＇，］，‘て， 当該研究科の他

！ の専JXの授業中！日もしくは他の研究科の専攻の授業科目

！ ま たはその基礎と なる学部の授業科目 を履修し ， と れを

i 郊11条lζ規定する単位とすることができる。

: 創意 課程修了の認定
！ （単位の認定〉

｜ 第14条 各授業科目の単位修得の認定は， 試験又は研究報

i 也ーにより， 学期；tdと担当孜官が行うものとする。

｜ （成績の区分〉

！第15祭 各授業科目の）武器iば， f,-生存および不併特の2稲と‘｜ する。

C:iD試験）
第16条 病気その他止む をmtJ い とド出に よ り正規の試験 を

受けるζとができなかった者は， 追試験を許lリーすること

がある。

（再試験）

第17条 不｛j-絡の以来科目については， 願い出により再試

験を許「目するととがある。

主主7主主 ：宇 佐
（学位のj壬与） I 

第18条 研究科に所定の修XJI』閉め学して， 所定の単位を 1
{itl�Jし，�？1位；論文の’出査および最終試験lと合絡した 者lζ

｛ま， 修二LOY／：｛立をほ与する。

2 q：位論文の容査および最終試験は， 研究科安員会で選

11111した平年査委員がζれを行ない， その合格および不合r-n

は， 得査委Hの報J，＇に：！！�づいて研先科委員会が認定す

る。
3 ’＇'f：位l受与’：：i苅すを規nuは， 別lζ定める。

第BS\芝 入学守 休学， 転二三および古学

! （入学のHjJ出〉｜ 第19条 入学の!I寺j附， 学年の始めとする。

（入学のJ'.'j),'(t)

第20集 研先利に入学する こ との で き る者は ，

1に該当し， かつ， 志望の：1,l;i::t）（課程をj以修するに適当と

認められた者とする。

(1）学士の称号を有する者

(2）外国において学校教育におゆる16年の訴訟を修了し 1
た 者

( 3 ）文部大臣の指定 し た 者

(4) その他大学院において前日－と同等以上の学力がある
と認めた者

（入学志願者の手続きおよび選考）

1

第2 1条 入学志願者は， 所定の入学願吉お よびその他の書 i
! 類を所定の期間内峨出しなければならないo I 
l 第22条 入学志願者！乙対しては， 選考のうえ入学を許可す i

－·－且覗�・困問園田沼掴園田薗E・E・昼－－嵐山町m岨園山岨血·－綱園田園田品目瑚盟国a岨泊刷淘－－・・・・4
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第 88～90号

る もの と し ， 選考の方法は 別lζ定め る 。
（転入学および再入学）

第23条 転入学および再入学については ， 大学学則の規定
を準用 す る 。

（入学手続）

第24条 入学を許可 さ れた者は ， 別に定め る と こ ろ に よ
り， 入学手続きを行な わ な ければ な ら ない。

（休学， 転学および退学）
第25条 休学， 転学および、退学については ， 大学学則の規

定を準用 す る 。
第 9登 入学検定料， 入学料および授業料

（入学検定料）
第26条 入学志願者は， 検定料 と し て金3, 000円を納め な

ければな ら な い。
（入学料）

第27条 入学を許可 さ れた者は ， 入学料 と し て金 4 , 000円
を所定の 期 日 ま で に納 め な ければ な ら ない。

第28条 入学料を納め な い も の は ， 入学を取り消す。

（授業料）

第29条 授業料は， 年額金1 8 , 000円 と す る 。

第30条 授業料の納付方法および減免の扱い等 に つ い て
は ， 大学学則の規定を準用 す る 。

第10重量 懲 戒
（懲戒）

第31条 懲戒については ， 大学学則の規定を準用 す る。
第11章 教員組織

（教員組織）

第32条 研究科 に お け る 授業 な ら び に指導は， 本学 の 教

授， 助教授および講師がこれを担当す る 。
第12掌 運営組織

（大学院委員会）
第33条 大学院の 管理運営に関す る 事項を審議す るため．

大学院委員会 （以下「委員会」 と い う 。 ） を おく。
2 委員会 に関す る 規則 は ， 別に定 め る 。

（研究科長）

第34条 研究科 に研究科長を おき， 基礎 と な る学部の長を
もってあて る o
（研究科委員会）

第35条 研究科 に属す る学事管理を行な う ため ， 研究科委
員会を おく。

2 研究科委員会 に関す る規則 は ， 別に定め る 。
第13章 補 則

（研究科規則）
第36条 乙の学則 lζ定め る も の の ほ か必要な事項は ， 各研

究科規則 に定め る 。
（大学学則の準用）

第37条 乙の学則中， 大学学則を準用す る 場合は， 「学部
長J. 「学部」 を それぞれ「研究科長」， 「研究科」 と
読み替え る も の と す る 。

附 則

品主寸ー

1 ζ の学則 は ， 昭和 42年 5 月 1 9日か ら 施行 し ， 昭和 42年
4 月 1 月 か ら 適 用 す る 。

2 富山大学大学院薬学研究科規程 （昭和3 8年3 月 1 5臼制
定）は ， 廃止す る 。

富山大学大学院委員 会規則の制定

富山大学大学院委員会規則を次のよう に制定す る 。
昭 和 42年 5 月 1 9 日

（趣旨〉

富山 大学長 横 田嘉右衛門

富山大学大学院委員会規則

第 1条 富山大学大学院学則第33 条第 2 項の規 定 に 基 づ
き， 富山大学大学院委員会（以下「委員会」 とい う 。）
の組織， 審議事項および運営等については ， 乙の規則の
定め る と こ ろ によ る 。

（組織）
第 2 条 委員会 は， 次 に掲げ る職員を もって組織す る。

(1） 学 長
(2 ） 各研究科長
(3） 各研究科の 指導教授 各 4 名

2 前項第3 号の委員は， 研究科 委員の互選 に よ っ て 定
め ， その任期 は 2 年 と す る 。 ただ し ， 再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は， 前任者の任期の残余期間 と す る 。

（審議事項）
第 3 条 委員会は， 次の事項を審議す る。

(1） 大学院の組織運営 に関す る 事項
(2 ） 学生の入学 および、課程修了 に関す る事項
(3）学位授与に関す る事項
(4） 学長の諮問 した事項
(5) その他大学院 に 関 す る 事項

（議事）
第 4 条 委員会は， 学長が招集 し ， そ の 議長 と な る 。
2 学長 に事故あ る と きは， 学長の指名 す る 委員が乙れに

代わ る 。
第 5 条 委員会 は， 委員の3 分の 2 以上が出席 し な ければ

議事を聞き議決す る ζ とができない。
2 議事は， 出席委員の過半数を も って決す る。
3 可否同数の ときは， 議長の決す る ととろ によ る 。

（委員以外の 出席）
第 6 条 学長 は ， 必要あ る と きは， 委員以外の者を 委員会

に出席 さ せ る 乙 と ができる。

（庶務）
第 7 条 委員会の 庶務は， 事務局が処 理す る 。

附 則
1 乙 の 規則 は， 昭 和 42年 5 月 1 9日か ら 施行 し ， 昭和 42年

4 月 1 日か ら 適用 す る 。
2 富山大学大学院委員会規程 （昭和3 8年3 月 1 5 日 制定）

は ， 廃止す る 。
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報
富山大学大学院薬学研究科規則の制定

富山 大学大学院薬学研究科規則を次の よ う に制定す る 。
昭和 42年 5 月 19日

（趣旨）

富山 大学長 横 田嘉右衛門

富山 大学大学院薬学研究科規則

第 1 条 富山 大学大学院学則第36条の規定に基づき ， 富山
大学大学院薬学研究科 （以下「研究科」 と い う 。 ） Iと必
要な事頃は こ の 規則の定め る と と ろ によ る 。

（授業科目， 単位数）
第 2 条 研究科 に お け る 授業科目および単位数は ， 別表の

と おり と す る 。
2 授業科目の配当および、授業時間は， 毎学年の始め に と

れを定め る 。
（指導教官）

第 3 条 指導教官は， 教授 と す る 。 ただ し ， 必要 あ る と き
は， 助教授を も って代え る 乙 と がで き る 。

2 指導教官は， 学位論文の 作成 その 他について， 学生を
指導す る 。

（履修方法）
第 4 条 学生 は ， 所属す る 専攻課程の 授業科 目 について，

必修科目22単位以上， 選択科目 8 単位以上， 合計30単位
以上を修得 し な ければ な ら な い。

第 5 条 学生は ， 指導教官の許可を得て所属す る 専攻課程
以外の授業科目を履修す る ζ と がで き る 。

2 前項 により履修 した授業科目の単位は， 研究科委員会

の承認の あった場合に限り， 2 単位 ま でを前条 に規定す
る 選択科目の 単位 に代え る ζ と がで き る 。

第 6 条 学生は， 毎年指定す る 期間内lζ， その 学年で履修
しよう と す る 授業科目を届出な ければな らない。
（単位の認定）

第 7 条 単位修得の 認定は， 筆記 も しく は口頭、の試験． ま

たは 研究報告等 により． 授業担当教官が行な う 。
2 前項の 認定は， 学期末lζ行 な う 。 ただ し ， 特 別の事情

があ る と き は ， そ の 時期を変え る こ と がで き る 。
（成績区分〉

第 8 条 修得単位の成績は， 優， 良， 可で表示す る。
（単位の 証明）

第 9 条 研究科長は， 単位を修得 し た学生の願出があれば
単位修得証明書を交付す る と と がで き る 。

（学位論文の提出〉
第10条 学位論文は， 予め指定す る 期日 ま で に提山 し な け

ればな ら なし、

（学位論文の審査および最終試験）
第1 1条 学位論文の審査おJ::び最終試験は ， 研究科委員会

にお いて委嘱す る 教授 3 名の審査委員 によって行な う 。

ただ し， 1 名 は ， 原則 と して指導教授 と す る 。

2 必要があ る と き は ， 教授の 代わり に助教授を前項の 審

昭和 42年 3 月 ～5 月

査委員lζ委嘱す る こ と がで き る 。
（転入学生の単位換算）

第12条 他の大学院 か ら 転入学した学生がそ の 大学院で修
得 し た単位を， 乙の 研究科の単位 に 換算す る 場合の認定

は ， 研究科委員会が行な う 。
（その他〉

第13 条 ζの規則 に定め る も ののほ か履修方法， その他必

｜ 要 な事頃は， 研究科委員会 が定め る 。

附 則

乙 の規則は， 昭和42年5 月 1 9 日 か ら 施行 し， 昭和42年 4
月 1 日 か ら 適用す る 。

別 表

。 授業科目及び単位数

授 業 科 目 ｜単位数l 備 考

薬 化 学 特 論 I 2 I o印は必修
薬品分析 化 学 特 論 ｜ 2 
生薬 学 特 論I I 2 1 講義は 指導教官の指導に
生薬 学 特 論JI I 2 ｜ より 4 科目以上 に わたり
衛生 化 学 特 論 ！ 2 I 8 単位以上。 実験および

薬 剤 学 特 論 I 2 I 演習は薬学特 別実験 1 8単
薬品生物化学特論I I 2 ｜ 位以上および演習 4 単位
薬品生物化学特論JI I 2 i 以上を履修 し ， あ わ せて
薬 品 作 用 学 特 論 ｜ 2 I 30単位以上を修得 し な け
薬品物理 化 学 特 論 ｜ 2 1 ればな ら な い。
薬品合成 化 学 特 論 ｜ 2 
薬 品 製造学 特 論 I 2 
生物薬品製造学特論 ｜ 2 

0薬 学 特 別実験 I 1 8  
0薬 学 演 習 I 4 

富 山 大学大学院工学研究科規則の制定

富山大学大学院工学研究科規則を次の よ う に制定す る 。
昭和 42年5 月 1 9 日

（目的）

富山 大学長 横 田嘉右衛門
富山大学大学院工学研究科規則

第 1 条 富山大学大学院学則第36条の規定に基づ き ， 富山
大学大学院工学研究科 （以下 「研究科」 と い う 。 ）に必
要 な事項は， ζ の 規則の定め る と乙 ろ によ る。

（授業科目， 単位数）
第 2 条 研究科 に お け る 授業科目および単位数は， 別表の

と おり と す る。
2 授業科 目の配当 および授業時間は， 毎学年の始め に こ

れを定め る 。

（履修方法）
第 3 条 学生 は， 所属す る 専攻課程の 授業科 目 について必

修 ， 選択あわせて30単位以上を修得 し な ければな ら な い。

第 4 条 学生は， 指導教官の許可を得て所属す る 専攻課程
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第88～90写ー ：単
以外の托業科 目 をj邑修す る こ と がで き る 。

2 前項 に よ り ｜夜寝 し た授業科 目 の 単位は， 4 単位 ま で を

前条 ！ζ規定す る 選択科 目 の 単位 ！と代え る こ と がで き る 。

第 5 条 学／｜： は ， 段業科 目 の服 修 に あ た っ て は学期始め ！と

所定の学修票 lこ必要事項を記入 し て授業不｜ 日 目当教官l乙
提出 し ， 承認を得な ければ な ら な い。

（単位の 認定）

第 6 条 単位修得の 認定は ， 筆記 も し く は 口 頭の 試験 ま た

は研究報告等 に よ り 授業担 当 教官が行 な う 。

2 前項の 認定ほ学J国末 ：ζ行 な う 。 た だ し ， 特別の事情が

あ る と き ば そ の 時期を変え る こ と がで き る 。

(l!X;績区分）

第 7 条 （修得単位の 成績 は罷， 良， 可， で表示す る 。

（単位の 証明）

第 8 条 研究科長は ， 単位を修得 し た学4・の願い出 があれ
ば単位イ虐待証明書を交付す る ζ と がで き る 。

（学位論文の 提 出 ）

第 9 条 苧｛立論文は， 予め指定す る 期 日 ま で に提ii＼ し な け

れ ば な ら な い。

（苧｛立論文審査 お よ び最終試験）

第 1 0条 合：・イ立論 文の 審査 お よ び最終試験は， 研究科委員会

で委l属す る 教授 3 名の 審査委員 に よ っ て行 な う 。 た だ

い 1 /ti は原則 と し て抱主主教授す る 。

Cir&入学／�：.の 単位換算）

第1 1 条 他の大学 院： か ら 転入午’ し た’�｝＇＇.i土が， そ の 大学院で

修得 し た 単位を 乙 の 研究科の 単位 に換算 す る 場 合の認定

は， 研究科委員会 が行 な う 。

（ そ の 他）

第12*- こ の 規則 lζ定め る も の の ほ かかJ修万法， そ の 他必
：要 な事項は， 研究科委員会 が定め る。

�t Pl 
と の 規則 は， 昭和42年 5 月 1 9 H か ら 施行 し ， 叩

別 表

各専攻課程授業科 目 お よ び単位数

専 攻 課 程 ！�空一空 科 目 i号�；�
； 1電気舷 気 学 特 ��I『 ！ 2 lo印 lまi 
i電 気 頂： j命 ［物 性 工 学 特 論： 2 ；必修 i

i 電 気 回 路 特 論： 2 : i 
i電気機器工学特論i 4 

i 
l電 気 附3 学｜電力工学特論第一i 4 

i i i ｜電力工学特論第二I 2 

（ ｜通信工学特論第一 I 4 

i電気士ー学専攻｜電 力 工 学｜通信工学特論第二I 2 I i : i 制 御 工 学 特 論 I 4 ! 
｜計 測 工 学 特 論I 2 i 

｜通 信 工 学｜応 用 数 字： 特 論 2
;o電気 工 学 演 習 3

:o電気 工 学 実験＇ 3 
！制 御 工 学liO課題 研 究 第 一 4 � ;o課題 研 究 第 二 1 2 i 

：研 究 論 文； ；
燃 料 化 学 特 治＇ 4 10印 は
｝
高分子 化 学 特 治 2 I必修

：有 常 化 学 特 論 2 I 
有機工業化Eベ有機合r＆化学特論： 4 i 

F

；

有絞て応 化学特論
；

2 ! i工業電気化学特論： 4 I 
i有機合成化学；分 折 化 学 特 論I 2 I 

1工業化学専攻： ！応用物理化学l持哉 4 : 
l物 理 化 学 持 論i 2 I ！無機工業化学i応 用 数 学 特 ；ぷ 2 l 

I ! ,o工業 化 学 抗 習 ； 2 I 1 I 工業物理化学！o工業 化 学 実験： 2 ! I 
:0課題 研 究 第 一i 6 i i 

｜ 0課題 研 究 第 二： 1 0  i I ！研 究 論 丈I ! I 
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i l非鉄材 料 ヤ： 特 論I 4 I I 
1金 属 材 料 学｜金属加 工 学 iJ.開i 2 ! I 
I i鉄 冶 金 学 特 ；合I 4 i I 

I 1金 属 加 工 学凶論冶 金 学 特 命i 2 
I i 1非鉄治 会 主 持 論I 4 1金属工学専攻l I l 
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I iO制 研 先 第 一 l 8 
! 10課題 研 究 第 二＇ 8 
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幸良
lo機械 工 学 演 習 ！ 2 I 1 · l糊 工 学 実 験 i 2 

動 力 熱 工 学 lo課題 研 究 第 一I 4 
10課題 研 究 第 二I 8 
研 究 論 文i

。 各専攻課程 （
1 共 通 i ｜ 同理学吋 2 [ -I 

富 山 大 学大学院議学研究科委員会

規則 の制定

富山 大学大学院薬学研究科委員会規則を次の よ う に制定
す る 。

昭和42年 s n 1 9 : -.: 

（趣 旨）

富山大学長 検 国 語右衛門

富 山 大学大学院楽学研究科委員会規則

第 1 条 富山 大学大学院学則第35条第 2 項の 規 定 lζ 基 づ
き ， 富山大学大学院薬学研究科委員会 （以下 「委員会」
と い う。 〉 の組織， 審議事項 お よ び迎営等 につ い て は，
乙 の規則の定め る と こ ろ に よ る 。
（組織）

第 2 �是 安員会 は， 次 に掲 げ る 職員 を も っ て組織す る 。
(1） 研究科長
(2) 研究科の 指導教授

（謀議事項）i 第 3 条 ね は …審議す る
(1） 研先科担当教 員 に 閲す る ！fS項
(2） 学科課程Iζ 関 す る事項
1 3) 試験 に 関 す る 事項
ぷ 課程修了 の 認定に 関す る事項
(5） 入ワ， 退学， 休学， �ii�［： お よ び懲戒 そ の 他’＇J:ilの 身

分 （と ｜主l す る事項
! 6 \  そ の 他研究科の教育， 研究お よ び運営 に 関 す る事項

（議事）
第 4 条 委品会 は， 研究科た が招集 し ， そ の 議長 と な る 。
2 研究科k lと事故あ る と き は ， 研究科長の 指名 す る 委員

が と れ に代わ る 。
3 委員会 は， 研究科長 が必要 と 認 め た と き ま た は 委員の

3 分の 1 以 t か ら 付議す べ き：JJ.：項を示 し て請求の あ っ た
と き と れを聞 く 。

第 5 条 委員会 は ， 安討の 3 分の 2 以 上 が出 席 し な ければ
議事を聞 き 議決す る ζ と がで き な し 、。

2 議事は， 1 1 11 席委員の 3 分の 2 以上の 同意を も っ て決す
る。 た だ し ， 富山 大学学位規則第1 4条 に規定す る事項 に
関 し て は， 出 席委員の 4 分の 3 以 tの同意を 必 要 と す
る。

3 長期日 i 張中 ま た は ， 休職中の教授 は前項の数 lと算入 し
な い。

昭和42年 3 月 ～ 5 月

（委員 以外の 山 席）
第 6 条 研究科長 は， 必要があ る と き は ， 委員以外の者を

委員会 に LU 席 さ せ る 乙 と がで き る。
（小委員会）

第 7 条 研究科委員会 に小委員会を お く こ と がで き る。
第 8 条 小委員会 は ， 委員会 か ら 付託 さ れた研究科の運営

そ の他必要 な事項 に関 し ， 委員会 K提出 す る 原案の作成
に あ た る 。

（細 則）
第 9 条 委員会 は ， 必要があ る と き は ， 細則を設け る と と

がで き る 。
（庶務）

第10条 委員会 の 庶務 は ， 研究科長 の 指示 ： こ よ り 事務長 が
処理す る 。

附 則
こ の規H!J は， 昭和42年 5 ）� 1 9 日 か ら 施行 し ， 昭 和42年 4

月 1 日 か ら 適用 す る 。

宮山 大学大学院工学研究科委員会

規則 の制定

富山 大学大学院工学研究科委員会 規則を次の よ う に制定
す る 。

11/i羽142年 5 )j 1 9 日
日山 大学長 棋田元日右衛門

官山 大学大学院工学研究科委員会規則
（趣 旨 ）

第 1 条 宮山 大学大学院学則第35条第 2 項の規 定 Jと 茶 づ
き ， 常山 大学大学院工学研究科委員会 （以下 「委員会」
と い う 。 ） の 組織， 年春議事項 お よ び運営等 に つ い て は ，
ζ の 規HIJの 定め る と こ ろ に よ る 。

（組織）
第 2 条 £H�＇： は ， i火 ！こ担げ る 職員を も っ て組織す る 。

(1) 研究科長
制 研究科の 指導教授

（答議事項）
第 3 条 委員会 は ， 次の事項を審議す る 。

(1) 研究科担当教 員 に 関 す る事項
白） 学科課程；と関す る事項
(3) 試験 に 閲 す る事項
(4） 課程修了 の 認定 に 関 す る事項
(5） 入学， 退学， 休学， 転学お よ び懲戒 そ の 他学生の身

分 に 関 す る事項
(6) そ の 他研究科の故育， 研究 お よ び運営 に 関 す る 事項

（議事）
第 4 条 委員会 は ， 研究科長が招集 し ， そ の 議長 と な る 。
2 研究科長 に事故あ る と き は， 研究科長の 指名 す る 委員

が ζ れ に代わ る 。
3 委員会 は ， 研究科長が必要 と 認 め た と き ま た は 委員の
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3 分の 1 以上から付議すべ さ事項を示して請求の あ っ た
と きと れを聞 く。

富山大学学則の 一部改正

富山 大学学則の 一部を改正する学則 を 次の よ う に制定す
る。

昭 和42年 4 月 1 日

富山大学長 横 田 嘉右衛門
富山大学学則の 一部を改正する学則

富山大学学則 （ 昭 和25年 1 月 20 日 制定） の一部を次の よ i
う に改正する。 I 

本学則 中 「規程」 を 「規則」 lζ改める。 i 
第 4 条を次の よ う に改 める。 i 

第 4 条 本学l ζ次の学部， 学科およ び課程をお く。 ！ 
文理学部 文学科， 理学科 ！ 
教育学部 小学校教員養 成課程， 中学校教員養成課程， ！ 

養護学校教員養成課程

経済学科 ； 
薬学科， 製薬化学科 ｜ 
電気工学科，工業化学科 ， 金属工学科， 機械 ｜
工学科，生産機械工学科， 化学工学科 ! 

2 各学部 に関する規則 は ， 別 に定め る。 i 
第 4 条の 2 を第 6 条 l乙改 め ， 「薬学研究科」 の 次 に 「工 i

学研究科」 を加える。 I 

経済学郎
薬 学 部

工 学 部

.u.’P ・す・

同条第 2 項中 「薬学研究科」 を 「各研究科」 に改める。

第 5 条およ び 第 6 条を削 り ， 第 4 条の 次 に次の 1 条を加

を

る。

同 条第 5 項中 「各学部」 を 「各学部 ま たは教養部J に改

める。

第74条およ び第76条中 「学部教授会」 を 「当該教授会」

に改める。

別表第 1 1わ教育学部欄 に次の 1 欄を加 える。
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附 則
乙 の規程は， 昭和 42 年 3 月 1 5 日 か ら 施行 し ， 昭和

42年 4 月 1 日 か ら 適用 す る 。 た だ し ， 工業化学科の専攻科
目 お よ び機械工学科の 関連科 目 の う ち 「化学工学第 1 J な

ら び に 「化学工学第 2 J の授業科 目 お よ び単位数 について

は， 昭和41 年 1 0丹 1 日 か ら 適用す る も の と し ， 昭和38年度

以前 に入学 し た者 につ い て は， ‘ な お従前の例 に よ る 。

に改め る 。

44
訓斗
ワム
ηL
nJ 」

「 l 精 密 測 定 学
「 ！ 精 密 測 定 学
「 i 制 御l 要 素
「 ｜ 制御要素第 1

｜ 制御要素第 2
関連科 目 中

「 ！ 金 属 材 料 学
「 l 金 属 材 料 学
「 ｜ 非金属材料学
「 l 工 業 英 語
化学工学科の専攻科 目 中

「 ｜ 有機合成工業化学 ｜ 
｜ 酸 ・ アノレカ リ 肥料化学 ！

「 ！ 有機工業化学第 1

I l 有機工業化学第 2
｜ 酸 ・ ア ル カ リ ・ 肥料

｜ 養護学校教員！ 異常児心理 異常児の病理 i 
！ 養 成 課 程 ｜

同薬学部製薬化学科欄中講座 ま た は学科 目 の項の 「薬品

合成化学」 の 次 に 「生物薬品製造学」 を加え る 。

同工学部化学工学科欄 中講座ま た は学科 目 の項の 「機械

的単位操作」 の 次 に 「輸送現象」 を加え る 。

附 則

1 . ζ の学則は， 昭和42年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

2 .  富山大学一般教育科設置規程（昭和24年 8 月 1 2 日 制定）

は， 廃止す る 。

報

富 山 大 学工学部規程の 一部改正

富山大学工学部規程の一部を改正す る 規程を次の よ う に
制定す る 。

昭 和42年 3 月 1 5 日

富山大学長 横 田嘉右衛門
富山大学工学部規程の一部を改正 す る 規程

富山大学工学部規程 （昭和25年 1 2月 1 5 日 制定） の一部を
次の よ う に改正 す る 。

第 2 条別表（1）の工業化学科， 金属工学科， 機械工学科，
生産機械工学科 お よ び化学工学科の授業科 目 お よ び単位数
を次の よ う に改め る 。

工業化学科の専攻科 目 中i 「 （ 工業問算 ！ i 有機材料化学：
i 有機工業電気化学 ' 

i I 有機合成工業化学
｜ 石 油 化 学
i 合 成 樹 脂

有機合成化学
石油化学第 1
石油化学第 2 ！ 

！ 高 分 子 化 学 i 
� ！ 酸 ・ ア ノレカ リ 肥料化学 ｜

! J韮iYJZl盆工業化学 I 
「 ｜ 般 ・ ア ノレカ リ ・ 肥料 ｜ 

； 珪酸塩工業化学 ! 
「 ！ 化 学 工 学 i 
「 ！ 化学工学第 1 i 

l 化学工学第 2 ！ 
金属工学科の 関連科 目 中

「 ！ ！談 ・ ア ノレカ リ 肥料化学 ！
「 ！ 酸 ・ ア ルカ リ ・ 肥料

機械工学科の 関連科 目 中
「 ！ 化 学 工 学 ! 4 

「 ！ 化学工学第 1 I 2 

I 1 化学工学第 2 I 2 
生産機械工学科の専攻科 目 中

富山 大学教養部設立 準備委員会

規則の 一部改正

官山大学教養部設立準備委員会規則の一部を改正 す る 規
則を次の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 Fl 

！ 富山大学事務組織規程の一部を改正 す る 規程を次の よ う
i k制定す る 。

I H百和42年 4 月 1 日

富山大学長 横 田 北；右衛門

I 富山大学事務組織規程の一部を改正す る 規程
｜ 富山大学事務組織規程 （昭 和39年 1 月 ！ 日 制定） の一部
｜ を次の よ う に改正 す る 。l 題御山 明 る 。

富山大学事務組織規則｜ 一 1 項畝…改め る
第 3 条 各学部 ， 教養部お よ び附属図書館 iζ事務郎をお く 。

富山大学長 横 田 孫右衛門
富山大学教養部設立準備委員会規則の
一部を改正 す る 規則

需山大学教義部設立準備委員会規則J （昭和42年 2 月 1 7 日
制定〉 の一部を次の よ う に改正す る 。

附則第 2 項を 削 る 。

附 則
乙 の 規則は， 昭和42年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学事務組織規程 の 一部改正
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.i:frns～90号
第 3 ｝容の章名 を次の よ う に改め る 。

第 3 ：£す 学部 お よ び教義tf)

第 1 2条の条文を次の よ う に改 め る 。

第 1 2条 各学部 お よ び教養部の事務部 は， 次の事務をつ か

さ ど る 。

同条第23号 を第24号 と し ， 第 9 号 か ら 第22号ー ま で を 1 号

ずつ繰 り 下 げ， 第 8 �5－ の 次 ！こ次の 1 号を加え る 。

(9) 職員団体お よ び学術団 体 に 関 す る 乙 と 。

第 4 章の次 に次の 1 ；章を加え る 。

第 5 章 共 通 事 項

第 1 4条 必要 ピ応 じ 各課；こ課長補佐を， 品事務部 ！こ事務長

補佐を お く こ と がで き る 。

2 課長補佐 お よ び事務長補佐 は ， そ れぞれ課長 ま た は事

務足 の 職務を た す け る 。

第 1 5条 第 3 条第 2 項の事務室な ら び に第 4 条第 1 項の各

係 ；ζ係長 を お き ， 文部事務官 ま た は文部技官を も っ て あ

て る 。

2 係長 は， 上司の 命を受け， 係の事務を処理ず る 。

第 1 6条 必要 に応 じ各係 lζ主任を お く と と がで き る 。

2 主任は， 係長の 職務を た す け る 。

第 1 7条 各係 に係員を お く 。

2 係 員 は， 上司の命を受け， 係の事務を処理す る 。

rif'j .[1ij 
こ の 規程 は， H百和42年 4 月 1 日 か ら 施行す る 。

雪 山 大 学評議会規程の …部改正
常山大学評議会規程の 一部を改正 す る 規程を次の よ う に

制定す る 。

Iiiイ H142年 4 月 1 4 lJ

富山大学長 棋 国 民右衛門

宮山大学評議会規程の一部を改正す る 規程

富 山 大学評議会規程 （I.！召1'1128年 5 月 28 日 制定） の 一部 を

次の よ う に改正す る 。

第 2 条第一 2 ワー お よび第 3 弓を 次の よ う に改め る 。

12） 各学部長 お よ び教養部長

(3） 各学部 お よ び教益部の教授 各 2 名

第 3 条を次の よ う に改め る 。

第 3 条 前条第 3 号 の 評議員は， 当該学部 お よ び教義部 の

教授の う ち か ら 当該教授会 が選出 す る も の と す る 。

第一 8 条第 1 項第 3 号を次の よ う に改め る 。

(3) 学部， 学科お よ び教主主部 そ の他重要な施設の設置出止

I lζ 関 す る 事項

！ 附 則! 乙 の創程 は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学補導協議会規程の一部改正

富山大学補導協議会規程の 一部を改正す る 規程を次の よ
う に制定す る 。

...... 寸・

昭和42年 4 月 1 4 日

宮山大学長 横 田 正i右衛門

富 山大学補導協議会規程の 一部 を改正す る 規程

宮山大学補導協議会規程 （昭和24年 8 月 5 日 制定〉 の 一

部を次の よ う に改正す る 。

第 2 条中 「各学部聞 のJ を 「各学部， 教 養部間 の」 lこ改

め る 。

第 3 条第 1 項第 2 号 中「各学部 の 補導委員会 委員 2 名 。 」
を 「各学部 お よ び教 養部 の 補導委員会委員九 2 名 。 」 ：と改
め る 。

附 則
こ の規程は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学 入学試験管理委員会

規程の 一部改正
富山大学入学試験管理委員会規程の一部を改正す る 規程

を次の よ う に制定す る 。

昭 和42年 4 月 1 4 日

宮山大ヴ’民 間l 田嘉右衛門
宮山大学入学試験管理委員会 規程の 一部を

改正す る 規程

宮山大学入学試験管理委員会 （ 附和36年 9 月 8 日 制定）

の 一部を次の よ う に改正す る 。

第 3 条i�S 2 •， ｝ 「各学部lけ を 「各学部長 お よ び教益部長

J Iζ， 同条第 3 弓ー 中 「各学音15」 を 「各学部 お よ び教養部J
lと ， 第 4 条 中 「学部3長」 を 「学部民 ま た ほ教 益部長」 ！と改

め る 。

附 ぬl
こ のよ見程 は， H自和42年 4 月 1 4 Eニl か ら 施行す る 。

守 山 大学 入学者選抜方法研究
: 持員 会規則 の 一部改正
I 富山 大学入学者選抜方法研究委員会規則の 一郎を改正す（ る 酬の 一部 を次の よ う に 制定す る 。

｜ 昭和42年 4 月 1 4 日

福山 大学長 横 田 必右衛門

富山 大学入学’者選抜方法研究委員会規則の｜ 一部叫明則

｜ 富山 大学入学者選抜方法研究委員会規則 （昭和39年1 2月

I 1 8 日 制定） の 一部を次の よ う に改正す る 。｜ 第 3 条第 1 項第 2 号 「各学部長」 を， 「各学部 長お よ び

i 教養部長」 に， 第 3 号 中 「各学部」 を 「各学部 お よ び教後

i 部j （乙改 め る 。

I 同条第 2 項中 「学部長」 を 「学部 長 ま た は教養部長」 に

改 め る 。

附 長lj
と の規則は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学建築委員会 規程の 一部改正

富山 大学建築委員会規程の一部を改正す る 規程を次の よ
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報
う に制定す る 。

Hrl :ffl42年 4 JJ 1 4 il

',·X山 大学長 油 田 ；，；�右衛門

店山 大午一建築安民会組理の一部を改正す る規程

富山大学建築委討会奴桂 （昭和29年 2 n 26 iJ 制定） の一
部を次の よ う に 改正す る 。

第 4 条第 l 項第 2 \i· の 「各公：i部長 」 を 「谷学部長お よ び

教養部長J lと， 同条同項第 7 号の 「各学部教授 1 名 」 吾 「

各学部お よ び教 養部教授会各 1 名 」 に， 同条第 2 項中 「 当
該学部長 」 を 「 当該学部長 ま た は教義部長」 に改め る 。

附 則
乙 の規程は ， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

宮 山 犬掌文化部会規程の一部改定

富山 大学文化部会規程の一部を改正す る 規程を次の よ う
に制定す る 。

昭和42年 4 J=J 1 4 日
富山 大学長 柏 田 嘉右衛門

富山 大学文化部会規程の一部を改正す る 規程

富山 大学文化部会規程 （昭 和24年1 0月 1 8 日 制定） の一部

を次の よ う に改正する。

第 3 条第 1 項第 3 号 を 次の よ う に改 め る 。
(3） 各学部お よ び教 養部補導委封会委 員 の互選に よ る者

会 1 名
附 員Jj

こ の規程 は， ！日開142年 4 PJ 1 4 日 か ら 施行する。

富 山 大学体育部 会規程 の 一部改正

富山大学体育部会規定の一部を改正 す る 規程を次の よ う

に 制定す る 。

昭和42年 4 Y:l 1 H :i
富山大学長 横 田弘右衛門

宮山大学体育部会規程の一部 を改正す る 規程

富山大学体育部会規程 （昭和24年 9 月 9 日 制定） の一部

を次の よ う に改正す る 。

第 3 条第 1 項第 3 号を次の よ う に改 め る 。
(3) 各学部 お よ び、教養部教官の う ち か ら 学部 ま た は教益部

補導委員会の選考 に よ る 者 各 1 名
附 則

と の規程は 、 昭和42年 4 月 1 4 13 から 施行す る 。

富 山 大学公務員 宿舎委員 会規程の 一部改正

富山大学公務員宿舎委員会規程の一部を改正す る 規程 を

次の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 田 嘉右衛門

富山大学公務員宿舎委員会規程の一部を改正す る 規程

富山大学公務員宿舎委員会規程 （昭和 38 年 1 1 月 ！ 日 制
定） の一部を次の よ う に改正す る 。

第 3 条第 1 項第 4 号中 「各学部」 を 「各学部 お よび教養

昭和42年 3 月 ～ 5 月
下一一一一一一一一一一一一一ー一一ー一一ーー・－同町開”・皿・

！ 部」 ， Iと 「当該学部長」 を 「当該学部長 ま た は教養部長」
[ lと改 め る 。

附 異！！
と の規程は 、 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学 レ ク リ ェ ー シ ヨ ン 委員会

規程 の 一部改正

富山大学 レ ク リ エ ー シ ヨ ン 委員会規程の一部を改正す る
規程を次の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 田 嘉右衛門

富山大学 レ ク リ エ ー シ ヨ ン 委員会規程の

一部を改正す る 規程
富山大学 レ ク リ エーシ ヨ ン 委員会規程 （昭和38年1 1 月 1

日 制定） の一部を次の ように改正する 。

第 3 条第 8 号を第 9 号 と し 、 第 3 号か ら 第 7 号ま で 1 号
ずつ繰 り 下げ、 第 2 号の次 に次の 1 号を加え る 。

(3） 会計課長
同条第 6 号を次の よ う に め る 。

(6 ） 各学部長 お よ び教養部長がすいせんし た者 各 3 名
附 則

乙 の規程は 、 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学学長選考基準の 一部改正

！ 富山大学学長選考基準の一部を改正 す る 基準を次の よ う
： に 制定す る 。

昭和42年 4 .J:l 1 4月
富山大学長 横 田高右衛門

富山大学学長選考基準の一部を改正す る 基準

富山大学学長選考基準 （ 昭和28年 5 月 28 日 制定） の一部
を次の よ う に 改正す る 。

第 6 条を次のよ う に改め る 。

第 6 条 委員は、 各学部 お よ び、教義部の 教授会で選出 さ
れた 数字：2各 4 名 と す る 。

附 員lj
と の基準は、 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 女学名誉教援 に 関 す る 規穫

の 一部改正

富山大学名誉教授 に 関 す る 規程の一部を改正す る 規程を
次の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 国語右衛門

富山大学名誉教授に関す る 規程の一部を改正
す る 規程

富山大学名誉教授 に 関す る （ 昭和33年 4 月 25 日 制定） の

一部を次の よ う に改正す る 。
第 3 条第 1 項中 「当該学部長」 を 「当 該学部長 ま た は教

養部長」 に改め る 。
附 則

乙 の規程は、 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。
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第88～90�5・ 学

富山大学健康安 全管理組織規程

の 一部改正

富山大学健康安全管理組織規程の一部を改正 す る 規程を
次のよ う に制定す る 。

昭和42年 4 年1 4 日
富山大学長 横 田 嘉右衛門

富山大学健康安全管理組織規定の 一部を
改正す る 規程

富山大学健康安全管理組織規程 （ 昭和3 5 年 2 月 26日制
定） の一部を次のよ う に改正す る 。

第 2 条第3 項別表の富山大学健康安全管理機構組織表中
工学部および附属図書館の 聞に次の事項を加え る 。

i 部 紺 話 l : j 謹世制剤担割思矧栴ーー ｜ ｜ 将紺績l!!t:( トI －一一一一一一一一一i 型巡州聞神 ｜ ！ ！岨抽出判出押
｜ 跡 総 11$( I ｜盟主ぎ胸割余思神 出縄峰l!!t:( I「丙語斗示！孟ζ！ I�哩竺竺亙亘｜｜ 小組制的群馬栴 ｜ 

附 則
との規程は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学教員 （教授 ・ 助教授 ・ 講師〉

選考基準の 一部改正

宮山大学教員 （教授 ・ 助教授 ・ 講師〉 選考ー基準の一部を
改正す る 基準を次のよ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日

お山大学長 杭 団 法f右衛門
宮山大学教員 （教授 ・ 助教授 ・ 講師）選考
基準の一部を改正 す る 基準

白山 大学教員 （教段 ・ 助教授 ・ 講 師）選考峠準 （昭和29
n 年 5 月 28 日 制 定）の一部を次のよう に改正す る 。

第 2 条中 「 当該学郎教授会」 を「当 該教授会」 lζ改め る 。
第3 粂 および第 6 条中 「学部長」 を 「学部長 ま たは教養

部長」lζ改め る 。
附 則

ζ の基準は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富山大学文書処理規程の 一部改正

富山大学文書処理規程の一部を改正す る 規程を次のよ う
に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 田 嘉右衛門

富山大学文書処理規程の一部を改正す る 規程
富山大学文書処理規程 （ 昭和29年 2 月 1 0日制定）の一部

次の よ う に改正 す る 。
乙 の規程中 「庶務課庶務係」 を 「庶務課文書係」 に， 「

庶務係」を 「文書係」に （第 2 条中 （ ）書内を除く。
）， 「庶務係長」を「文書係長」 に改め る 。

I 第16条中 「宮大文収 （発〉 第 号文理学部所管κ
る も の」 の下段 l乙 「宮大養収 （発）第 号教養部所管 ！乙

｜ 関す る も の」 を加え る 。

I 附 則
i 乙 の規程は， 昭和42年 4 月 1 4日か ら 施行す る 。

｜ 富 山 大 学文書決裁規定の 一部改正

富山大学文書決裁規程の一部を改正す る 規程を次のよ う

に制定す る 。
昭和42年 4 月 1 4日

富山大学長 横 田嘉右衛門

富山大学文審決裁規程の一部を改正す る
規 程

富山大学文書決裁規程 （ 昭和3 8年 1 1 月 1日制定）の一部
を次の よ う に改正す る 。

第3 条第 l 項 （ ） 内 の 中 「各学部長」 の次に 「教養部

長」 を加え る 。
「学部

別表 1 中第 2 項， 第20項および、第3 9項の部局欄
図書 ＝

長 L 「学部長
を に改め る 。

館長」 教養部長
図書館長」

「学部長
同表中第 1 2項の部局欄「学部長 に改

を 教主主部長
図書館長」

図書館長」

るめ改r」

li4
 

長

長

良

部

館

部
養
書

学

教
図

「tl
を

11」長
長

館

部

書
学
図

「ll制中門ノι
。

表
る
別

め

附 員lj
こ の規程は， 昭和42年 4 日 1 4 日 か ら 施行す る 。

富山大学国有財産取扱規程 の一部改正

富山大学国有財産取扱規程の一部を改正す る 規程を次の

よ う に制定す る 。
昭和42年 4 月 1 4 日

宮山大学長 横 田 お右衛門

富山大学固有財産取扱規程の一部を改正す
る 規程

富山大学国有財産取扱規程 （ 昭和33 年3 月 7 日 制定）の
一部を次のよ う に改正す る 。

第 2 条中「学部および附属 図書館」を 「学部， 教養部お
よび附属 図書館」に改め る 。

第 9 条第 4 項別表の固有財産監守者および同補助者指定
の基準中， 区分の項の 「学部」 を 「学部および教養部」 に
改め る 。

附 !'jlj
ζ の規程は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富山犬学附属 図書館商議会規定

の 一部改正
富山大学附属 図書館商議会規程の一部を改正 す る 規程を
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次 の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 田 嘉右衛門

富山大学附属図書館商議会規程の一部を改
正 す る 規程

富山大学附属図書館商議会規程（ 昭和24年 8 月 1 9 日 制定〉
の一部を次の よ う に改正す る 。

第 3 条第 1 項第 3 号中 「各学部図書委員会の委員長及び
副委員長。 」 を 「各学部お よ び教養部図書委員会の委員長
お よ び副委員長。 J IC::改め る 。

附 員lj
ζ の規程は ， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行 す る 。

富 山 大学学生会館運営委員会

規則 の 一部改正

富山大学学生会館運営委員会規則 の一部を改正 す る 規則
を次 の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 田 嘉右衛円

高山大学学生会館運営委員会規則の一部を改正す
る規則

富 山大学学生会館運営委員会規則 （昭和40年 5 月 31 日 制
定） の 一部を次の よ う に改正す る。

第 3 条第 1 項第 2 号 お よ び第 5 号を次の よ う に改 め る 。
(2） 各学部及び教養部から推せんされた教官各 1 名
(3； 各学部及び教養部から選出 された学生各 1 名

附 則
と の規則 は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学体育館運営委員 会規則

の一部改正

富山大学体育館運営委員会規則の一部を改正す る規則を
次の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 田嘉右衛門

富山大学体育館運営委員会規則の一部を改
正 す る 規則

富山大学体育館運営委員会規則 （昭和38年1 2月 2 1 日 制定）
の一部を次の よ う に改正 す る 。

第 3 条第 5 号を次の よ う に改める 。
(5） 各学部 お よ び教養部教官 各 1 名

附 則
こ の規則 は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学学寮補導委員会規則 の 一部改正

富山大学学寮補導委員会規則の一部を改正 す る 規則を次
の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 田嘉右衛門

富山大学学寮補導委員会規則の 一部を改正
す る 規則

富山大学学寮補導委員会規則 （昭和37年 4 月 27 日 制定）

昭和42年 3 月 ～ 5 月

の 一部を次の よ う に改正す る。
第 3 条第 1 項第 2 号中 「；存学部」 を 「各学部 お よ び教主主

部」 ！と改 め る。

附 員I]
と の規則 は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る。

富 山 大学計算セ ン タ ー運営委員

会規則 の 一部改正

富山大学計算セ ン タ ー運営委員会規則の一部を改正す る
規則を次の よ う に制定す る 。

昭和42年 4 月 1 4 日
富山大学長 横 田 嘉右指門

富山大学計算セ ン タ ー運営委員会規則のー
部を改正す る規則

富山大学計算セ ン タ ー運営委員会規則 （ 昭和40年 3 月 1 5

日 制定） の一部を次の よ う に改正す る 。
第 3 条第 1 項第 2 号中 「各学部教官」 を 「各宇都 お よ び

教養部教官」 に改 め る 。
附 員I]

乙 の 規則は， 昭flJ42年 4 月 1 4 は か ら 施行 す る 。

富 山 大学放射性同位元素言委員会

規則の一部改正
富山大学放射’性同位元来安員会規flljの －·／；］）を改正：す 山、見

則を次の よ う に制定す る 。
昭和42年 4 月 1 4 日

宮山大学長 杭 同店右前；門
富山大学放射性同位元素委員会規則の一部
を改正す る 規則

宮山大学放射性同位元来委員会規則 c nrrn140年 1 n 1 1- 1
制定） の 一部を次の よ う に改配 す る c

第 3 条第 1 項第 2 号i:j: 1 「各学部」 を 「各＇＇＇M i：＼ お よ びrxL�
部」 に改め る 。

附 買I]
こ の規則は， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行す る 。

富 山 大学 電気工作物 保安 規則の一部改定

宮山大学電気工作物保安部rniの一部を改正す る 規則を次

の よ う に制定す る 。
昭和42年 4 月 1 4 目

富山大学長 杭 旧 宗右衛門
富山大学電気工作物保安規則の一部を改正
す る 規則

富山大学電気工作物保安規則 （ 昭和4 1 年 3 月 1 5 日 制定）
の一部を次の よ う に改正す る 。

第 5 条別表第 1 保安業務の組織図 中， 学部 お よ び附属 図
書館の 聞 に， 次の事項を加え る 。

I l 悶 －（ ！一品JJ（教養部長）
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品.u,号』

富 山 大学学部補導委員会規程の 一部改正

第88～90号

附 則
乙 の規則 は ， 昭和42年 4 月 1 4 日 か ら 施行する。

富山 大学学部補導委員会規程の 一部を改正 する規程を 次 i
の よ う に制定する。 ー

昭和42年 5 月 1 g 日
富 山 大学学位規則 の一部改正

昭和42年

富山 大学長 横 田 嘉右衛門

宮山 大学学部補導委員会規程のーで部を改正

す る 規程

富山 大学学部補導委員会規程 （昭和24年 8 月 5 臼 制定〉

の一部を 次の よ う に改正するO
題名 を次の よ う に改 める。

富山 大学学部補導委員会規則
第 8 条を次の よ う に改 める。

！ 第 8 条 本会 は． 必要 に応 じ 随時 乙 れを開催する。

｜ 附 則
1 .  こ の規程は， 昭 和42年 5 月 1 9 !J か ら 施行 し ．

4 月 1 日 か ら 適用 する。

と の 規程は， 教養部 に お い て も 適用 する も の と する。

こ の 規程を各学部 ま た は教養部 に お いて適用 す る 場合

は ， 規程 中 「学部j と あ るの を 「文型学部」 ， 「教育学

部J , 「経済学部」 ， 「薬学部」 ， 「工 学 部」 ま た は

「教養部」 と ， 「学部長」 と あ る の を 「文理学部長」 ，

「教育学部長」 ， 「経済学部長J . 「楽学部長」 ， 「工

学部長」 ま た は 「教主主部長」 と 読み替える も の と する。

富山大学学位規則の一郎を改正する規則を次の よ う に制
定する。

昭和42年 5 月 1 9 日

宥山大学長 横 田 嘉右街門

富山大学学位規則の一部を改正す る規則

富山 大学学位規則 （昭和40年 1 月 22月 制定） の一部を次

の よ う に改正す る 。

ζの規則中 「及び」 を 「お よ び」 に ，
は」 lζ改 める。

第 1 条 中 「学位規則 （昭和28年文部省令第 9 号） 第 1 1 条

の規定に基づ き ， 」 を 「学位混則 （昭和28年文部省令第 9

号） 第 1 1 条お よ び富山 大学大：予院学則第1 8条第 3 項の規定
に基づ き ， j Iζ改 め る 。

第 2 条 中 「薬学修士J を 「修士J lて改 め 、 同条第 2 項 と

し て次の 1 項を加 え る 。
2 修士の種類は， 次の と お り と す る 。

薬学修士

工学修士
第 3 条中 「本：、「大＇／：f\J'1己主�令’研究;f3f :l;J�程」 を 「本学大宇i&t

学則j Iζ改 め る 。

第 5 条中 「一編」 を 「－；；71」 に改め るO
第 1 3条第 1 項を次の よ う に改め る。

第13条 学位の 授与を叉けた 者が学位の 名称を用 い る と き

は， 次の と お り 本学名 を付記する も の と する。
薬学修士 （富山大学）

工学修士 （富山 大学）

同条第 2 項を「第1 3条の 2 J Iと改 め ， 次の見Ul しを加 え る 。

（学位記の様式）

別表を次の よ う に改 め る。

別表

2 . 

3 .  

「又は」 を 「 ま た

富 山 大学学部 留蓄委員 会規程の 一部改正

富山大学学部図書委員会脱程の 一部を改正 す る規程を次

の よ う に制定す る 。 I I 昭和42年 5 月 1 9 日

富111六学長 f出 田J品右衛門

富 山 大学学部図書委員会 i;§l程の－�I）を改正

する規程

富山大学学部図書委員会規程 （ 昭ほ24年 8 月 1 9 日 制定）

の一部 を次の よ う に改正す る 。

題名 を次の よ う に改 める。

富山大学学部図苫委員会規則
第 3 条第 2 号を次の よ う に改 め る 。

(2) 附属図書館 J：：務長（工学部 に お い ては工学部分館長）

附 !l.�j 
1 .  乙 の 規程は ， 昭和42年 5 月 1 9 1::'1 か ら 施行し ，

4 月 1 fl か ら 適m す る 。

2 .  と の 規程は ， 救護郎 に お い て も適用 す る も の と する。
3. と の 規程を各J、f:部 ま た は教養部 に お いて適用 す る 場合

は， 規程 r.p 「’、戸紹」 と あ る の を 「文理学部」 ， 「教育学

部＿J , 「経済学部」 ， 「薬学部J • 「工学部」 ま た は 「
教養部」 と 読み替み る も の と ヲ る 。

昭和42年
学

記

位

本籍（都道府県名）

大学印
－

氏
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日
生

年

本
学
大
学
院
O
O
研
究
科
O
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専
攻
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学
位
を
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す
る
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F:l 
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氏

京
山
大
学 一
長

（
薬
ま
た
は
工）

修
第

同局J

富 山 大草：建築安L司会規程の一吉ISを改正 す る 規程を次の よ ！
う に制定す る。 I 

富 山 大学建築委員 会規程 の 一部改正

昭和42年 4

間 員I]
こ の 規則は， 昭和42年 5 月 1 9 日 か ら 施行 し ，

月 ！ 日 か ら 適用 する。
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昭和42年 5 月 1 9 日

よ う に制定す る 。
昭和42年 5 月 1 9 日

富山大学長 横 田 嘉右衛門
富山大学学長選考基準細則の一部を改正す
る細則

富山大学学長選考基準細則 （ 昭和28年1 0月 2 日 制定） の
一部を次の よ う に改正 す る 。

第 4 条第 1 項中 「各学部選出 の 評議員の互選 に よ り 各学
部 か ら 1 名を選出 す る。 」 を 「各学部お よび、教養部選出の
評議員の互選 に よ り 各学部お よ び、教養部か ら 各 1 名 を選出
す る。 J Iζ， 同条第 2 項お よ び第 3 項 中 「学部選出」 を 「
学部 ま た は教義部選出」 に改め る。

第 8 条 お よ び第 1 2条 中 「学部長」 を 「学部長お よ び教養
部長」 に改め る 。

第 9 条中 「本部， 各学部， 図書館 と す る 。 」 を 「本部，
各学部， 教養部 お よ び附属図書館 と す る 。 J IC改 め る 。

第1 3条中 「本部 な ら びに各学部」 を 「本部 な ら び に各学
部およ び教養部J IC改 め る 。

附 則
ζ の細則は， 昭和42年 5 月 1 9 日 か ら 施行す る の

富 山 大学文書処理規程の 一部改正
富山大学文書処理規程の一部を改正 す る 規程を次の よ う

に制定す る。
昭和42年 5 月 1 9 日

富山大学長 横 田嘉右衛門
富山大学文書処理規程の一部を改正す る 規程

富山大学文書処理規程 （昭和29年 2 月 1 0 日 制定） の 一部
を次の よ う に改正す る 。

題名 を次の よ う に改 め る。
富山大学文書処理規則

第1 6条中 「富山 図薬収 （発） 第 号 附属図書館薬学部
分館主管lζ関す る もの」 を 「富大図工収 （発） 第 号 附
属 図書館工学部分館主管 に関す る もの」 に改 め る 。

附 則

よ う に制定す る 。
昭和42年 5 月 1 9 日

富山大学長 横 田嘉右衛門
官山大学国有財産使用規程の一部を改正す
る 規程

富山大学固有財産使用規程 （昭和33年 9 月 1 2 日 制定） の
一部を 次の よ う に改正す る 。

題名 を次の よ う に改 め る 。
富山大学固有財産使用規則

第 4 条の条文の 後に 次の た だ し書を加え る 。
た だ し ， 学生会 館 お よ び職員 ホ ー ルの使用 に つ い ては，

別に定め る と こ ろ に よ る 。
「別表第 2 号様式」 を別紙 1 の よ う に改 め る 。
「別紙第 3 号様式J を別紙 2 の よ う に改 め る。

附 則
ζ の規程は ， 昭 和42年 5 月 1 9 日 か ら 施行 し ， 昭和42年 4

月 1 日 か ら 適用 す る 。

別紙 1
（別紙第 2 号機式）

昭 和 年 月 日
殿

富山大学長
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第88～90号

国 有 財 産 使 用 許 可 書
昭 和 年 月 日 付を も って申請の あ っ た 国有財

産の使用 については下記の と お り 詐可 し ま す。

記
1 .  使用を許可す る 国有財産の名称
2 . 使用 日 時 自 昭和 年 月 日

至昭和 年 月 日
3 .  使用 目 的
4 . 使用金額 金 円也
5. 使用条件

イ ． 本羊国有財産使用規程を厳守す る ζ と 。
ロ ． 使用 目 的以外に使用 し な い 乙 と 。
ハ ． 使用 に あ っ ては火気の取扱に注意す る こ と 。

ニ ． 使用場所は， 清潔整頓に努め． 跡始末は厳重 に す る

乙 と 。

ホ ． そ の他建物の保全上必要な指示事項を厳 守 す る こ
と。

へ ． 使用後はそ の 都度． 当該部局の課 （係〉 （時間外は

宿， 日 直者） お よ び守衛所へ届 出 る ζ と 。

別紙 2
（別紙第 3 号様式）

固 有 財 産 使 用 許 可 書
使用者住所
氏 名 殿

許 可 者
部局長氏名

昭和 年 月 日 付を も っ て 申請にかか る 当 局管

理の 国有財産を使用 す る 乙 と につ い て は ， 国有財産法 （昭

和23年法律第73号） 第1 8条第 3 項及び第1 9条lζ基き ， 下記
の条件を付 し て許可す る 。 な お， 乙 の許可 に つ いて不服が
あ る と き は， と の許可があ った と と を知 った 日 の翌 日 か ら
起算 し て60 日 以 内 に文部省に 対 し て審査請求をす る 乙 と が
で き る 。

記
（使用許可物件）

第 1 条 使用を許可す る 物件は次の と お り で あ る 。
所 在

区 分
数 量

使用部分 別図の と お り

（指定す る 用途）

第 2 条 使用を許可 さ れた者は， 前記の物件を

の 用 lζ供し な ければな ら な い。

（イ史用，n可期間）

第 3 奈 使用を許可 す る 期間は， 昭和 年 月 日
か ら ii出Of_] 年 月 白 ま で と す る 。

印

学

！ た だ い 使用許可の期間の更新を受 け よ う と す る と き

も っ て学長 に 申請 し な ければな ら な い。

（使用料及び延滞金）
第 4 条 使用料は 円 と し 当局才入徴収官の

発 す る 納入告知書に よ り 指定期 日 ま で に納入 し な ければ
な ら な い 。

2 .  指定期 日 ま で に使用料を支払わ な い と き は ， そ の翌 日

か ら 納入 日 ま で延滞金 と し て 日 歩 4 銭の割合で計算 し た
金額を支払わ な け ればな ら な い。

（使用料の改訂）

第 5 条 学長 は経済情勢の変動国有財 産関係法の改廃そ の
他の事情の変更に基いて特に必要が あ る と 認 め る 場合に

は使用料を改訂す る と と がで き る 。

（経費の負担等）

第 6 条 使用を許可 さ れた者は， 使用 を許可 さ れた物件の
維持保存のた め通常必要 と す る 経費 の ほ か当該使用を許
可 さ れた物件に附帯す る 電話， 暖房， 電気， ガス 及び水
道等の諸設備の使用料を負担 し な け ればな ら な い。

（使用上の制限）

第 7 条 使用を許可 し た物件は 国有財・ 産法第1 8条第 3 項に
規定す る制限 の範囲 内で使用 さ せ る も のであ り ， 使用を
許可 さ れた者は常に善良 な る 管理者 の注意を も っ て維持

保存 し な ければな ら な い。

2 .  使用を許可 さ れた者は， 使用を許可 さ れた期間中， 使
用を許可 さ れた 物件を第 2 条に指定す る 用途以外の用途
lと供 し では な ら な い。

3 . 使用を許可 さ れた者は， 使Jll を持l百 さ れ た物件につ い
て修繕， 模様替そ の他の行為を し よ う と す る と き ， 又は
使用計画を変更 し よ う と す る と き は事前に杏而を も って
学長 の承認を受 け な ければな ら な い。

（転貸等の 禁止）
第 8 条 使用を許可 さ れた者は， 使用 を許lリ さ れた物件を

他の者lζ転貸又は担保lζ供 し て は な ら な い 。

（使用許可の取消 し 又は変更）

i 第 9 条 学長は 次の各号 の 1 1ζ該 当 す る と き は使用許可の｜ 肌）（JiW2!.E9 {) c. c iJ�-C � る 。

1 .使用を許可 さ れた者が許可条件に違背 し た と き

I 2 国防 い て使用を許可 し た物件を必要 と す る と き｜ （原状回復）
第10条 学長が使用許可を取消 し た と き 又は使用 を許可 し｜ た期聞が満了 し た と き は使用 を許可 さ れた者は 自 己の負

｜ 担で学長 の指定す る 期 日 ま で に使用 を許可 さ れた物件を
原状 に 回復 し て返還 し な ければな ら な い。 た だ し学長が

特に承認 し た と き は こ の限 り で な い。

2 使用を許可 さ れた者が原状回復の 義務を履行 し な い と

内ノ』
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の異議を 申 し 立て る 乙 と がで き な い。

（損害賠償）

な う こ と がで き る 。 こ の場合使用 を許可 さ れた者は何等 ； 調査書審査委員の 委嘱について

[ 3 .  ｜昭和i41 年度富山 大学卒業生並び、 に修了生の認定 につ い
て

; 4 .  富山 大学教育学部控護学校教員養成課程の新設につい第 1 1 条 使用を許可 さ れた者はそ の責に帰す る事由 lと よ り
使用 を許可 さ れた物件の全部又は一部 を 滅失文は棄損 し

た と き は 当該滅失文は棄損に よ る 使 用 を許可 さ れた物件

の損害額に相 当 す る金額を損害賠償 と し て支払わな けれ
ばな ら な い。 た だ し ， 前条の規定に よ り 使用 を許可 さ れ
た物件を原状回復 し た場合は と の限 り で な い 。

2 前項に掲げ る 場合の ほ か使用を許可 さ れた者は本許可
音 lζ定め る 説務をj凶了 し な い た め損害を与えた と き は そ

の損害額に 相 当 す る金額を損害賠償 と し て支払わ な け れ
ば な ら な い。

（有益費等の請求権の放棄）

第12条 使用許可の取消 し が行 な われた場合 に お い て は使

用 を許可 さ れた者は． 使用 を許可 さ れ た物件に投 じ た改
良 の た め の有益費， 修繕費等の必要費及びそ の他の費用

を請求 し な い も の と す る 。

（実地調査等）

第13条 学長 は使用 を許可 し た物件につ いて随時に 実地調

査 し 又は所要の報告を求めそ の維持使 用 に 関 し 指示 す る
乙 と がで き る。
（疑義の 決定）

第 14条 本条件に 関 し 疑義の あ る と き そ の他使用 を許可 し

た 物件の使用 につ い て疑義が生じ た と き は すべて’学長 の

決定す る と 乙 ろ に よ る も の と す る 。

富 山 大学教養部設立準備委員会

規則の廃止
富山 大学教養部設立準備委員会規則を廃止す る 規則を次

の よ う にilil］定す る 。
昭 和42年 4 月 1 8 日

富山大学長 横 田 嘉右衛門
富山大学教益部設立準備委員会規則を廃止す る 規則

富山大学教養部設立準備委員会規則 （昭和42年 2 月 1 7 日

制定〉 は ， 廃止す る 。

附 則
1 . 乙 の規則は， 昭和42年 4 月 1 8 日 か ら 施行す る 。
2 .  富 山大学教養部設立準備委員会専門分科会細則 （昭和

42年 2 月 24 日 制定） は， 廃止す る 。

諸 ム一ム 議
第 1 1 図 評 議 会 （ 3 月 1 5 日 〉

（議題〉

1 .  富山大学工学部規程の一部改正 （案） について
2 .  昭和42年度富山大学入学者選抜学力検査問題採点委員

て

5 . 昭和42年度富山 大学科学教育研究室入室案 内 につ い て
6 .  昭和42度年宮山 大学教育専攻科入学者選抜選考 につ い

て

7 .  学生の 除籍 に つ い て

8 .  昭和42年度概算要求内示 について

9 .  学生の 懲戒につ いて

第 1 回 評 議 会 （ 4 月 1 日 〉

（議題）
1 .  昭和42年度入学試験合格者の判定 につ い て

2 .  沖縄留学生の入学 につ い て

3 .  富山大学経済学専攻科入学者 につ い て

経済学部学士入学 につ いて

4.  富山大学学則の一部改正 につ いて

5 .  宮山大学教養部規則の制定 につ いて
6 .  富山 大学事務組織規程の 一部改正 につ い て

7 ,  富山大学教養部設立準備委員会規則の一部改正 につ い

て

8 .  富山大字：教養部長の 決定につ いて

第 2 回 評 議 会 （持廻 り ）

（議題）

1 .  富山 大学教養部教官組織 お よ び移行教官 につ い て

第 3 厨 評 議 会 （ 持廻 り ）

（議題）

1 .  富山大学教養部移行教官 について

第 4 回 評 議 会 （ 4 月 1 4 日 ）

（議題）
1 .  富山大学教養部運営協議会規則 （案） につ い て

2 .  富山大学教養部教授会規則 （案〉 につ いて

3 .  富山大学学内 諸規則の一部改正 （案） につ いて

(1） 評議会規程
(2) 補導協議会規程
(3） 入学試験管理委員会規程
(4） 入学者選抜方法研究委員会規則
(5) 建築委員会規程
(6) 文化部会規程
(7) 体育部会規程
(8） 公務員宿舎委員会規程
(9) レ ク リ エ ー シ ヨ ン 委員会規程
(10） 学長選考基準
(11) 名誉教授 に 関 す る 規程
。2) 健康安全管理組織規程

ω） 教 員 （教授 ・ 助教授 ・ 講師） 選考基準
(14) 文書処理規程
同 文書決裁規程
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岡 国有財産取扱規程

間 学生会館運営委員会規則
（鴎 体育館運営委員会規則

(19） 学寮補導委員会規則

側 計算セ ン タ ー 運営委員会規則

凶 放射性同位元素委員会規則

凶 電気工作物保安規則
闘 附属図書館商議会規程

4 .  学生の除籍について

5.  昭和42年度富山大学大学院工学研究科 （修士課程） 学
生募集要項について

6 .  学生の停学解除につ い て

7 .  教 官の管理職の範囲について

8.  昭和42年度文教施設等について
第 5 回 評 議 会 （持廻 り 〉

（議題）

1 . 昭 和42年度富山 大学大学院工学研究科入学試験合格者
及び入学式 につ い て

2 .  大学祭及び運動会 につ いて
第 6 回 評 議 会 （ 5 月 1 9 日 〉

（議題）
1 .  富山大学名誉教授の称号の授与について

2.  学生の再入学に つ い て
3 .  富山大学大学院学則 （案） の制定について

学

富山大学学位規則 の一部改正 （案） について

富山大学大学院委員会規則 （案） の制定について
富山大学大学院薬学研究科規則 （案） の制定について

富山大学大学院エ学研究科規則 （案） の制定について

富山大学大学院薬学研究科委員会規則 （案） の制定に
つ い て

9 .  富山大学大学院工学研究科委員会規則 （案） の制定に
つ い て

1 0 . 富山 大学学長選考基準細則 の一部改正 （案） について
1 1 . 富山 大学学内規則の一部改正 （案） について

！ （イ） 学部補導委員会規程
｜ （ロ） 学部図書委員会規程
｜ （斗 建築委員会規程
｜ （ニ） 国有財産取扱規程［ 制 一用蹄

（ぺ 文書処理規程

1 2 . 昭和42年 5 月 卒業見込者の認定に つ い て

1 3 . 教官の管理職員等 について

第 1 回 協 議 会 （ 4 月 1 4日 ）

（議題〉

1 .  宮山 大学学長選考法準の 一部改正 （案） に つ い て

第 2 回 協 議 会 （ 5 月 1 9 日 ）

（議題）
1 . 宮山 大学学長選考結準細則の一部改正 （築） につ い て

人 事 異 動

（教 養 部7 ｜ 大 島 文 雄 ｜ 評議員lζ仰壬す る i 42 . 4 .  25 i グ

（ ； ） ｜ 林 良 二 1 ij ! ij I ij 

��rn: :·J務係課子 ｜ 高 松 平 吉 ｜ 庶務課課長補佐聞任させる r 42 . 4 .  1 i グ

マ会～！系課子 ｜ 奥 井 三 郎 ｜ 会計課課長補佐岬任させる l ij i // 

守施公設補課宇 ｜ 瀬 川 義 広 ｜ 金沢大学施設部施設課長時任させる l ij I ij 
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報 昭和42年 3 月～ 5 月
現 官 職 i 氏 一竺 ！一一互一一＿！＿＇.＿＿＿一 竺一 空一一一恒竺一竺J竺竺一主
今施画設イ系課子 l 前 島 健 治 ｜ 施設課課長補佐κ昇任させる j 42 . 4 .  , I 文 部 大旦
守教 育 学部� I 安 藤 幸 i 助教｛
（薬 手 部） ｜ 永 田 正 典 ｜ // i // I グ一号－

η－竹下日 － ｜ 工学時務長補佐lζ昇任させる ［ グ ｜ 二一
守工 学 部F i 藤 田 宏 l 助教授型竺L一一 ｜ 二_L二一
（教 4学部） i 菅 野 貞 雄 1 // I 42 . 4 .  1 6  i // 

( � ) ！ 見 村 て い ｜ グ ! 42 ・ 5 ・ 1 I と一一
( ; ） ｜ 石 原 ミ キ 1 // I グ ｜ 

庶 務 課 長 ｜ 辺 見 儀 平 ｜ 粧大学庶務部庶務課長に配置換する I 42 . 4 .  1 : 。
守庶長務補課千 ｜ 井 波 勝 二 ｜ 経済学部事務長四置換する I // l � ���上�二 弘 ｜ 経営短期大学部事務長叩置換仏 ｜ 一二」二三一
学 生 課 長 ｜ 榎 本 兼 三 ｜ 茨城大学附属図書館事務長崎置換する ｜ グ I // 

厚 正一課 長 ｜ 若 林 俊 吉 i 教養部事務長l乙配置換する I o 寸ーっ主�tmf I 大 島 文 雄 ｜ 教養部＇：配置換する 一一← ！一二_L一二( � ） ｜ 渡 辺 義 一 ｜ グ ｜ グ j // 

___ c___;�＿Ll竺－－�二上一一二一一一一一－ I o ーし二
( ; ） ｜ 片 山 龍 成 l // ｜ ーと－上二一助 教 授 ｜ 近 藤 堅 二 ｜ 。 I h I （ 。 ） J －；－τ－ ） ｜ 平 田 一 郎 「－ // 

一一－ r // 1 グ-( ·· ··－－；··－·�·ili-i一足下－－·－�－；；－一一一一 一 一一寸－－－�－－－·－「 ン

c ; ) I 柿 同 時 正 1 // 

( ; ） ｜ 中 臣 恵 暁 1 // I グ I // 

�－ ; ) I 小 森 典 l // J // I グ
.c ; ) I 坂 井 昌 市 l // l // I 
�－ ; 汀7石 原 隆 章 l // r グ 上二

－－� ___ J ＿＿」＿_E＿竺土王｜一一ー一·－－�－－－－一一一一一一一一一一一＿_J ____ � L－ーに－
J一三一上j三竺 土竺」 一 ーと 一一一一一一 一一一一よ一二一一！一一＿：�.－

( ; ） ｜ 奥 貫 晴 弘 ｜ グ I // I // グ ｜ 上 野 英 雄 ｜ グ ！ （ 。 ） ' 
（ ； ） ｜ 山 本 篤 司 1 // r 。 ！ っ－； 〉 ｜ 瓦 田 和 夫 ｜ 広島長（教養部） 助教授に配置換する j // 下 。
寺教 f学部手 ｜ 斉 藤 義 康 ｜ 文理学部事務長崎置換する I // I // 

ヰ経 済 学部手 i 神 野 壇一郎 ｜ 和歌山大学 （経済学部） 教授叩置換する I // f グ
号 ラ 手 ｜ 有 岡 進 ｜ 教育学部事務長に配置換する I // I // 

信 義 宗 主 ｜ 木 村 寿 作 ｜ 富山大学庶務課長明置換する I // I // 
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現 官 職 ｜ 氏 名 ｜ 異 動 内 容 l発令年月 日 ｜ 発 令 者
震 説 委 主 ｜ 住 友 衛 ｜ 富山大学学生課長に配置換する J 42 . 4 .  1 1 文 部 大 臣
室広E 守主 ｜ 河 野 喬 ｜ 富山大学厚生課長に配置換する I // I // 

学 長 ｜ 横田 嘉右衛門 i 教養部長事務取扱を命ずる I // I // 

事 務 局 長 ｜ 有 国 文 雄 ｜ 経営短期大学部事務長事務取扱を免ずる I グ I // 

考会長計補課宇 ｜ 本 田 文 治 ｜ 辞職を承認する I 42 . 3 .  31 i // 

弘 主学部手 ｜ 柳 瀬 茂 光 ｜ グ 一 一_j // Iつ事 務 長 電 点 ！ 鎌 ｛中 百之介 l // I （工 学 部） ! I 
助 教 授 ｜ 安 藤 幸 ｜ 辞職を承認した / 42 . 4 .  1 5  j （教 育 学部） j 
今文 理 学部ヂ ｜ 桑 田 秋 水 ｜ 昭和4刑 月 31 日 限 り停年よ り退職した ; 42 . 4 .  1 l 
（教 科部〉 ｜ 山 本 健 磨 ！ そ _ _  L一三」一二

｜ 福 島 栄 七 ｜ グ
（経 由音B) f 域 宝 正 治 ｜ グ 一一

一 上一二」二�
q 毛 部） ｜ 森 光 三 ｜ 一二 一一一一一 ｜ グ ）一一 一一

｜ 橋 本了 十代ー 岡市 （教育学部附属小学校） I棚す る 1 42 .  3 .  ��五大手i←一一一丁五；王石すT玉瓦京通五7；長肩子る一一 1 4 
一一 一 －－一－「亙ヤ云 瓦－』ι一 r－弱言－（；〔言；i手「�芸同泊示Z一←一一一寸一つ一一「τ一一一1－－－瓦五 勝 二 ｜ 長石瓦－ai：五玉万二7下函子Z一 ｜ 一L一一 「 一三
一 一 一－ －

－�J�i言言－示一
面 ｜一五五；五五） I�両長 一 一一，－－－；－ －－��－�［ －－；一 一

｜ 林 清 治 事務員 （厚生課） 峨用する ｜ グ ； グ
一 一 （ 五一回 安 弘 ｜ 諮師 （文理学部） ｝と採月ii；る -1 ; - - 1  

// l 高 森 邦 明 ｜ 詰師 （教育学部） 峨用する I // I // 

1 加 瀬 正二郎 l グー －－－-i_--
rn－

－－
�
－－－－－－－－

i�
－ -
-r

- - -- －－
�
－－ 岨ー ー ー ー下 ；－ － ： コ －－ I 

ーー 一 －
＿［

i- －点一二五T云云 伝言語両両長江扇子工－ _ I _ ___ _  ； 一 一i ----
// 

- - . ’ 

一一 一一 一
！
一
五

一
五

一一一
主－

－
l
一 一一 二 一 一一一一一 ー 一一一一一一一 一 一 一 「 － －�－ --- - - ;- -

// 

i �室 口 義 隆 i 教諭 （教育学部附属小学校） に採用する ： ！ 
； 笹 川 勇 i // i // // 

｜ 平 井 宗 五 ｜
［
－
�； 五 福ー ネ－［五百来五�医長三一一一一一 一：－－�： =Jーっ 一一

！ 河 上 孝 ｜ 事務員 （薬学部） 峨用する
｜ 砂子田 仙 吉 ； 技能員 （薬学部〉 峨用する I // i 。

j 藤 野 広 春 1 // ! タ i 
｜ 松 木 賢 司 ｜ 助手 （工学部） 時用する ！ 
！ 高 田 節 子 ｜ 教務員 q学部〉 に採用する。 I // 

I j 中 村 信 一 ｜ 事務員 α学部） 峨用する I 

グ
// 

ハhuηL
 



報 昭和42年 3 月 ～5 月
現 官 職 同 名 ！ 異 動 内 容 ！発令年月 日 ｜ 発 令 者

i 池 永 都 ； 技術員 （工学部） 同用す る :_ 42 . 4 .  1 r 富山大学長
｜ 野 田 豊 ！ グ i グ I ij 

｜ 前 川 清 徳 i 用務員 江学部〉 峨用する
高 尾 貢 i 事務員 （教養部） 峨用する ｜ 
林 洋 子 ｜ 事務補佐員 （庶務課） 峨用する j 42 . 4 .  3 ' 。

新 村 栄 子 ｜ 事務補佐員 （会計課） 峨用する ！ 。 i ij 
藤 井 明 ！ ij l ij l ij 

i 平 等 路 子 j ij i グ ！ グ
｜ 吉 野 義 光 （ 事務補佐員 （施設課） 時用する ！ 。 ！ タ

j it－�子 育務補佐H C学生課） 時用する ー ← －－I 二 了 グ
！ 新 村 敏 郎 （ 臨時用務員 （教育学部） 峨用する ； 。 j // 

·-r·
· ·i－ 弘 正 手－－1 つi·；：お点干 ［出量点） 1�ζ尚子主一 ー一 一一一一i--- －－－�－ - --·--r-· -- · ; -· · 

L一一一一一一 一一一 一 一 一 一 一一 一 一 一一一一一 一 一一＿＿ ； ＿ 一 一 一 一一＿！＿＿一一一一 一一一r r:'l 石 頴 子 i 峨補佐員 （楽洲） 開用す る ! グ I ij 
I Yfll 上 菩笑子 ！ 事務補佐Ll （工学部） 峨用する J ij l ij 

｜ 鈴 木 1[ T 。 ！ 。 f // －一一－－－－
1＝��－·－；； l)i -i＂＂戸内件以ふふ み計五 一 一 － • 

I 
. -·· － � · － · 「 タ

（ 磯 野 陸 子 ！ 。 i ij 1. グ
； 前 川 徳太郎 （ 臨時用務員 （跳部） 峨用す る J ij I ij 
i 中 四 ；七 千 ｜ 事務柿佐員 （附偶図書館〉 峨用する r ij i · グ
i 藤 野 良 雄 ｜ 臨時用務員 （学畑） 峨用す る ! 42 . 4 .  6 j 。

｜ 山 村 弘 j 臨時服員 （教育学部） 峨用する ·1 ij l ij 

！ 村 上 久 美子 ！ 事務術佐民 （教護部） 同用する 1. ij [ ij 

1 村 井 忠 邦 ｜ 教務員 （工学部） 峨用する _l 42 . 4 .  1 6 r ij 

［ 門 局一正竺 i .f�.1�� L＿� C空設課〉 峨用する －－
l 42 . 4 ・ 2�I ij 

i 刈 田 節 子 ｜ 教献 （業宇部〉 峨用する J 42 . s . 1 I 夕

守言私f'·- rゑ 皮－三一i 記片ι瓦E兵｝主＝－司�－－四釦一 叩一一一一 一戸iつつ1一一3一
キ施蔀：J五一F一「長 占 ·：I；戸「王包t長l�－1

“宅3守寄F丁L 予－玄－元 ｜ 学務応 i柔詞3）－ ；�語.1�－� ；－i一 一一 一丁
－ - :--- !- ·－·－· ； 一一

。 j 央 野 武 則 ｜ 学生会館係長 （学生課） 岬任させる I ij I ij （厚 生 課） I i キj1r；可rt J)i＂ ；｝ 徹 ！ 助手に昇任させる 一 一つ一つ I ij 

－�:gl噌科F「£青瓦 逸 ｜ 富山大学会計課用度係長 lζ転任させる j // J 。

警官時千五 一 ーす「三五扇ー 高品示品一一一つ一一一－－�；－ 1··---;·· 
�Ii璽霊E三E；；三文 ｜ 富止叫済学部学務長���i�一一一一（ ーと ｜ て－
�登�－J－�＿芝 盛 治 ｜ 人事係長明置換す る 一一一＿J__ ij I ij 

_ _ i��－－I－ 務 引空
一

回 美喜子 ｜ 教養部に型三ーーー l；云 i ij - I 
7I
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学

現 官 職 ｜ 氏 名 ｜ 異 動 内 容 ｜ 発令年月 日 ｜ 発 令 者守点 喜 志r J 野 口 隆 ｜ 教育学部lζ配置換する r 42 . 4 .  1 J 富山大学長持会務計係課手 ｜ 加 藤 昭 作 ｜ 司計係長に配置換する I /,/ I /,/ 4 納 。係 手 ｜ 田 中 昇 ｜ 総務係長明置換する f // I /,/ 今 財 グ係 手 ｜ 早 崎 寛 威 ｜ 教育学部会計係長明置換する J /,/ I グ寺 ラ 手 ｜ 松 本 進 ｜ 教養部明置換する ｜ グ I /,/ T施営設係課r r 沖 健 松 ｜ 企画係長崎置換する I /,/ I /,/ 育学生生係課手 ｜ 高 倉 弘 一 ｜ 教務係長 lと配置換する f /,/ I /,/ 寺 務。係 引 黒 田 信 吉 ｜ 教養部総務係長に配置換する r /,/ r /,/ T生会戸 係 手 ｜ 永 森 俊 夫 ｜ 学生係長 l乙配置換する I /,/ l /,/ 

寺 す 宇 ｜ 細 野 功 ｜ 文理学部明置換する f /,/ I グ守文 理 学部� r 宇尾野 逸 作 ｜ 教養部岨置換する I /,/ I 
（ ； ） ｜ 吉 田 和 夫 1 /,/ I グ ｜ ( ; ） ｜ 上 村 直 己 1 /,/ r /,/ r /,/ 

（ ； ） ｜ 石 田 安 弘 1 /,/ I // I グ
号 。 ず ｜ 藤 井 昭 二 1 /,/ I /,/ l // T 務 今 1 係手 ｜ 野 村 信 生 ｜ 教養部学務係長四置換する \ /,/ J キ 部 す 務 ；； r 蔵 北 博 ｜ 薬学部に配置換する I // I 
（ ； ） ｜ 扇谷 甚右工門 ｜ 教養部団置換する I /,/ I グ( ; ） ｜ 大 野 教 山 川 。 I 

/,/ I －一一一－J 三�•• Ll 里一竺�－－1－←二一一一一一一＿J＿ニ」一三一一」一三一＿2_」旦土政 信 I �－－一一一一一 一一一一」と i一二一
c ; ) I 瀬 川 慶 之 ｜ 。
（ ； ） ｜ 中 島 政 次 ｜ グ I /,/ r 。

寺 ラ 手 ｜ 松 下 健 作 ｜ グ l // T /,/ ( ; ) ｜ 高 瀬 邦 弘 ｜ 経済学部lと配置換する ！ 。 ｜ 。主�-i-__l_J��� 研 二 ｜ 孝一戸！と平面E二二三二==tj二三二号教 育 学部�m I 有 沢 一 男 ｜ 。 I グ ｜ ：［－�－�� f I 福 田一面－工「－－－－－－－；－一一一一一
丁ーァ－： /,/ 今 計。係 子 ｜ 高 木 行 則 ｜ 薬学部会計係長 lζ配置換する J // i /,/ T経草 壁部手 ｜ 数 見 宇佐男 ｜ 工学部学務係長岨置換する [ グ I // キ 部 警 務 ；： 1 堀 重 男 ｜ 教養部四置換する I /,/ I /,/ 

今薬計学係部f ［ 民 谷 順 治 ｜ 会計課出納係長 lζ配置換する ! // ! 文 部 事 務 ｛ ｜ ｜ ( /,/ f' ｜ 藤 波 佐九郎 ｜ 教養部に配置換する ！ グ I /,/ - －���；�），��f 1系部手 ｜ 鏑 木 隆 二 ｜ 庶雨時lζ配置換する 一一一「つ－「つ可 ヲ 宇 ｜ 新 回 目 六 ｜ 会計課iと配置換する l /,/ ! // 

n八日W門ノι



報 昭 和42年 3 月～ 5 月
現 官 名 ！ 異 動 内 宅rτ孟＝全， i 発令年月 日 ｜ 発 令 者

前 田 邦 樹 ｜ 文理学部閣置換する J 42 . 4 .  1 I 富山大学長
松 E 健 治 ｜ 教養部岨置換する ｜ グ ！ グ

中 川 省 三 ｜ 復職した
～ 

｜ グ I グ

吉 田 徳 正 ｜ 附属学校事務主任は附属学校係長とな った i 42 . 4 .  1 I // 

本 田 善 彦 I r言問図書室事務主任は薬学専門図書室係長 i // I 
永 田 佐 一 ｜ 工学部分館事務主任は工学部分館係長とな った 1 // I グ

キ·，；＿� 害 事f' I 浦 田 隆 志 ｜ 富山工業局等専門学校に出向 さ活生係長に） // // 

// ｜ 白 野 明 ｜ 経営矩期大学部κ出向させ る （学榔配）（文 理 学部〉 。， 。
イク ｜ 中 国 昭 嘩 富山工業局等専門学校に出向 さな務 // （教 育 学部） 係長に） 。
。 ｜ 前 川 徳太郎 ！ 辞職を承認する J 42 . 3 .  3 1  I （文 理 学部〉 // 

教（附属中学校諭） ｜｜ 長 枝 英 子 ｜｜ // // ’F 
// ｜ 野 村 武 一 ｜（附属小学校） グ ィP // 
。 ｜ 藤 波イ7 グ // 。
。 ｜ 五十里 満 義 ｜// // // ’F 

一
文答（

部竺
。

技童子 ｜ 荘 野 洋 子 ｜ イア 。 // 

f i 新 村 敏 郎 ｜ 。 。 // 

臨（厚時 用生 務課宇ロ 田 村 吉 昭 1｜ 一一一一
- 1 42 . 5 . 1 0  J 一一

// // 

y
号工ー蔀学 部ず ｜ 島 崎 制 措 i 。 ! 42 . s. 20 I 。

技 r J 野 村 弘 明 ｜ // ィ7 // 

（ ； ） ｜ 杉 山 毅 身 // // 
// ｜ 水 谷 一 樹 l// 。 ィ？ // 

文（会部 事計 務課｛子 ｜｜ 野 崎 和 子 ｜｜ 。 \ 42 . 5. 3 1  J // 

事（工務 学補 イ弘子口 ｜｜ 竹 下 笑 子 ｜r 。 ィア 々

一一一一一一一一一『
各学部学科別卒業生数． 各専攻科修了生数並びに経営短

A寸主L,. 内 諸 報 期大学部卒業生数は次の とお り
昭 和 41 年 度 卒 業 式

学 部 ｜ 学 科 等 ｜ 男 ｜ 女 ｜ 計
文 同ナゐ 科 16 29 45 第 1 5回富山大学卒業式並びに第 6 回富山大学経営短期大 文 理 学 部 理 学 科 48 9 57 

学部卒業式は， 3 月 20日 （月 〕 午前10時から黒田講堂で挙 （小 計） 64 38 102 
行された。 小学校教員養成課程 1 7  42 59 

乙 の 日 の卒業生は， 各学部 658 名， 経営短大94名でほか 教 育 学 部 中学校教員養成課程 26 42 68 
に専攻科修了生1 0名。 晴れて卒業 （修了〉 証書を授与され （小 計） 43 84 127 
た後， 学長告辞， 文部大臣祝辞 （代読） ， 吉田県知事から 経 済 学 部 ｜ 経 済 学 科 ／ 1 441 1 [ 145 
来賓の祝詞があ り ， 乙 れに対 して卒業生を代表して中村豊 薬 学 部 ｜ 薬 学 科 I 2gJ 4 1 ! 
司 （工学部） ， 吉田恵吉 （経営短大〉 の両君が答辞を述
ベ， 蛍の光の奏楽のう ちに式が終った。
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I －「両日llfW�I工 業 化 学 科 I s I 日

学 部 ｜ 金 属 工 学 科 I 33 [ o I 叫
｜ 機 械 工 学 科 I 49 ! o I 491 
｜ 生 産 機 械 工 学 科 I 371 o I 37 \ ｜ （小 計） I 2 14 1 o i 2 1 41 

計 i 叫 1 64 1 吋！ 教 育 専 攻 科 ［ 教 育 専 攻 I s f a ,  s I 
経済 学 専 攻 科 ｜ 経 理 経 営 専 攻 f 2 f a I 2 I 

｜ 経営短期大学部 l 経 営 科 （第 2�I 88 1 s / 94) 
昭和41 年度大学院学位記授与式

� 寸・

第 3 田富山大学大学院薬学修士学位記授与式は， 3 月 1 8
日 午前 10時ーか ら本部会議室で挙行 さ れた。

ζ の 日 の修了者は20名 （ う ち女子 1 名） で， その 氏名，
修士学位論題は次の と お り

（氏 名） （修士学位論題〉
酒 井 克 美 MorPhinan 類似化合物の合成研究
堀 孝 子 合室素多環状化合物の合成と反応に閲す

る 研究

池 永 修 一 燐酸化ア ミ ノ 酸誘導体の合成研究
大 菅 喜一郎 熱検出 自動液体ク ロ マ ト グ ラ フ イ ーによ

る医薬品と その関連化合物の分r�m定量
日 笹 山 市三郎 2 -Hydraz i no-3 PhenYlqu inoxal ine 

と Al i Phat ic aldebyde と の 反応I J:.J戊物
の椛造について

谷 口 政 Tll 新 ク ロ マ ト 光坑斉｜！？？？成の試み
勝 JE: I�］ ナ ン テ ン 業の 一新黄色成分 と フ ラ ボ ノ イ

ド の薬理学的研究
横 井 秀 輔 合成ケ イ ｜喰 ア ノレ ミ ニ ウ ム のii;U酸能 におけ

る 柿）ii的解釈

小 西 英 正 jfml't'ifi1�頁＇Ci?rb成分の 研究。 特［と多枝元：布：
1＆炭化水素の検出 について

増 m ｛言－ lfJ 買引制］／点分の 研究。 2 . 4 . 6-Tr i alkYlpy
r id i ne の 利用 研先

柳 博 以 HvdroPYridaz ine 活J主体の 脱 7Jく 謀 反
；；�；。 5 . 6 Dihydro-3-etho xycarbonyl-4-
-bydroxy-2 methyl-4aH -PYridazo 
〔2 . 3-a〕 Q u i nol i ne のJj\�；j(来反応

川 平 準 HT Pyr idof lavanone )Jiの合成。 3 -Aryl - 1
-carbo-2 . 3 ,  -dihydro- 1 H-Pyrano 〔3 . 2
-f〕 qu inol i ne の 作成

山 口 信 － HydroPyridazi ne l涜導体の脱水京反応
6 .  7- Dihydro-2-etboxycarbonyl- 1 - hy
dro町－3-methyl-l l b  H -Pyri dazo 〔3 , 2
1〕 i soquinol i ne の脱水系 反応

江 日 j宣 政 G lycol leci thi n の 合成
小 J ! I ぷ － C lostridium Pert i ngens PB6K の

産生す る u 毒素の 活性測定法の比較検討
お よ び ウ レア ー ゼ ・ ヒ ド ロ キサ ム 酸複合
体の性質

片 岡 直 斗 2ー メ チ jレー 1 . 4ーナ フ ト キ ノ ン （ K a ） と
コ ウ ボ ア ノレ コ ー ノレ脱水素酵素 （ Y A D H )  
の反応お よびk a 反応生成物の ト リ プ シ
ン 消 化 に つ い て

Adrenergi c  receP tor に お け る (3 －効
果増強機序 ？と 関 す る 分子薬理学的研究

田 村 秀 明

坂 ｜崎 善 信 ア ロ キサ ン 糖尿病ハ ツ カ ネ ズ ミ にお け る
病態薬理学的研究

藤 縄 知 ll?J イ ン シ ュ リ ン 抗血清糖尿病ハ ツ カ ネ ズ ミ
に よ る B i oassay 

本 家 忠 治 牛胆汁含有成分の平滑筋収縮性物質 につ
い て

昭 和 42 年 度 入 学 試 験

昭和42年度入学試i投は， 3 月 23, 24, 25の 3 日 間 （25 日
は教育学部美術， 休育専攻志願者の 実伎の み） 実施 さ れ，
その 合格者は 4 月 1 日 発表 さ れた。

各学部の志願者， 受験者及び合稿者等の各数は次の と お

り

「ζ�� I－ ��，.－ ふ 伴： ｜募集｜ 志願 ｜ 受験 ｜ 欠 試 ｜合！各1
｜ 寸A 即 ｜ づー 什 で寸 ｜人 員｜ 者・数 ！ 者数 ： 者 数 i者数 i「�：：r: 学 科 ！ 印｜ 判 雨�1［＇石！
i 文理学部｜ 理 学 科 I 12s : 539 1 370 ! 1 69 1 1 2s: 

I I （小 計） J 1851 8751 565! 3 1 01
_ 
1 85! 

j 1J＼学校教H主成課程I 1 00 ! 533 1 4 1 2 1 1 2 1  I 1 1 1  : 
｜中学校教LE＇�成課程1 50 1 324! 224 ! 1 oof 58 ! 1制学校教 員 付 課 程I 20 ! 851 15! 9 1 22 1 教育’f：部1 I , 

i ! （小 計） ! 1 70i 942 1 7 1 2 ! 230 1  1 9 1 i ！竺竺；＇，�l�－�：�［且竺�！�出l
i i ！ 梨 学 科 I so ! 334! 20 1  / 1 3 3 ! so ! 

｜築 午・ 削 従 業 化 学 科 ！ 50! 228 1 
I : （小 計） , 1 oo: 562; 338! 224-I 1 oo; 
! i ·;;u: 気 ｜： 学 部 ， so i 2001 1 1 9! s 1 1  so: 

i ! ｜ 士 主 化 「戸 科 ： 40 1 1 8 1  I i 09! 72 [ 40 / 
｜ ｜ 余 ！品 工 学 科 40 1 1 5 1 1  1 1 3' 38! 4Di 

; ！工 学 部｜ 機 械 工 日 午＋ ! 5Di 229 1 1 37'. 92 ! 50; 
i 1 生問機 以 工 学 科 i 4Di 1 4 1 ! 1 00; 41 i 40] l 

｜ 化 学 工 学 科 ！ 40i 1 451 1 os: 40! 40 ! i 
! i （ノj\ 討・） ! 26D i J , 04「 ！ 533: 354i 26D i I 
I �一一 ；I ： 吋4五13五Ji . 6 1 8 ！「副 1

ま た 経’rr:FI.J明大学部の入学試験 は ， 3 )1 1 6 EI （ζ実施さ i
れ， 合稿者は 3 JJ 2 1 1］ ；こだ表 さ れた。 i 

経営短期大学部の志服者． ：：乏！没者及び合格{3－等の与数は 1
；欠の と お り ! 
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昭 和 4 2 年 度 入 学 式

節目回富山大学並ひ‘ に_;;rs 9 I 日 l'i0山大学経営短期大学部の
入学式は， 4 )0 1 0  [I 午前1 0時か ら 黒 田 講堂で挙行 さ れた。

入学式は， 本学’γi＼日学生 879 名 ． 経営短 大 学 生94名 計
973 名 の 新入学生を 迎 え て行われ， へ き 頭. ��＇i 同 学 長 の

円HU



幸良
式辞があ り ． 続いて文部大臣祝辞 （代読． 高瀬文理学部
長） ， 富山県知事 （代理． 堀岡副知事） らの来賓祝詞があ
った。 ζ れに対し新入学生を代表して坂井行雄 （経済学
部） ． 河瀬和文 （経営短大〉 の両名が答辞を述べて式を閉
じた。

学 長 式 辞
本日 乙 ζ �c. 昭和42年度入学式を挙行し， 本学各学部計

920 名 と経営短期大学部93名の皆さんを新し く 迎 え ま し
た。
本年度の入学試験の競争率は． 本学lとあ って は． 平 均

3 .8 倍と文理学部． 教育学部． 工学部関係の学生定員増に
も拘わ らず狭き門であ り ま した。 経営短期大学部にあ って
は 2 . 3 倍で例年殆んど コ ン ス タ ン ト の倍率であ り ます。 い
ずれも きびしい難闘を見事突破して， 首尾よ く 最高の学府
に入学された こ と を心からお祝いいた し ます。
本日 を も って， 皆さんとは末永 く 師弟の関係が固 く 結ば

れた次第で． 何をおいても富山大学という家族の一員と し
て． 皆さんに親し く 接して参り ま す。
晴れの入門の当初lζ当 り ， 少 し く 所懐を述べて 皆さん

の注意を喚起したいと思います。
吾国の大学生の総数は． 現在約90万と柄、せ られますが．

乙れは． ソ連の約 3分の 1 弱． 米国の約 5分の l弱に当 り ．
人口比率から 申 しでも皆さんの年令層の約 2 割見当で． 大
学まで学ぶとい う ζ と は 今 も昔lζ変 り な く ． 数少い恵ま
れた境遇と 申 さねばな り ません。

と の栄冠は． 皆さんの努力． 御父兄及び母校の諸先生方
のお世話による もので． 皆さんは， 大いにプ ラ イ ド に もえ
て． 乙れからの学修に立ち向われる と とを望みます。
大学には． 高度の学問研究の 自由に探 く 根ざす大学の自

治と い う ものがあ り ます。 大学の 自治の中に， 学 部 の 自
治． 学生の 自治も包含されます。 自治とは． 一 口 に 申 し
て． 他から あま り容喚されず万事自分の責任において全う
するの意味であ り ます。
皆さんは， 各 自の 自 由意志lとよ り 決めた専門コースに向

って進まれる訳で． 今更申すまで もな く ， 学修 に 対 し て
は， 自主自立の精神で終始し． 手をと まねいて待っと と な
く ． あ く まで 自身で刈り と る と い う意慾が必要 と さ れ ま
す。
私は今から46年前の今の皆さんと同じ時代を回顧し ます

と ． 勉強が苦し く なる と ． つい． い ったい誰のための勉強
をや ってい るのかと ， 勉強が他人事のよ う に思 った こ とを
告白いた します。

これは， ま さ し く ． 自立性を見失う と した時で， 学生時
代の一つの危機であ った と思います。 皆さんの ζれから の
学業生活において． 若 し． かかる こ とがあれば， 冷静に判
断し， 歯を く い しば っても辛捧され るよ う必ずや学問研究
に理解が深ま り ． 興味も 自然に湧 き出て． ζ 乙 lζ 自主性を

llH和42年 3 月～ 5 月
… を保証 ます
以上は． 学修lと対する大学生の基本的態度と も 申すべき

乙 とであ り ます。
大学は， 最高度の専門教育の履修と と も に． かた よ り の

ない高度の人間形成のため， 一般教育を実施いた し ます。
その必要性は． 皆さ んが将来地域． 職域において． 指導的
立場に． おかれる こ と から考えてな 専門の道と不離一体
の形において． 円満な高度の教養人にな られる こ とが大い
に必要と されるからであ り ます。
乙のためには， 学校が時間で決めた正規の学業のほか．

課外における 自 由な 自分の持ち時聞の活用について． 御工
夫を願いたいと思います。 即ち課外の ク ラ ブ活動や過度に
わた らぬアノレバイ ト 或いは． 諸般の視察見学等． 大学人と
して． ふ さわ しい道を歩まれたい もの と思います。
皆さんの出身地の県内． 県外の比率は. 6 対 4 で県外か

ら も多 く の方々を迎えていますので． 特に富山県一帯の特
殊性に触れ． 皆さんが． 人間形成の修練場と して， 当地域
が． いかに地の利を占めているかを簡単に申 し述べたいと
思います。
富山は． 北アルプス立山連峰lζ端を発する百川の流れを

もち ． 古 く から水との斗いにて． 堅忍持久性が養われ· ＊
を利して農耕を盛んにし． 富山湾の海産物lとよ り繁栄し
往年よ り ， く すり の生産配置により ． いよいよいんしんを
極めま した。
近代工業と して． 豊富な水資源にて発電王国と な り ． こ

れが基盤と な って吾国のあ らゆる一流工業が 集 っ て い ま
す。
ζれからの古代よ り近代に至る産業面のみな らず． 文化

方面にも古い越中文化を もち． 特に宗教心の強い土地柄で
浄土真宗は， その最もたる ものであ り ます。
以上に起因する越中人の独立不罵の土根性， それに風流

文化は． 決して見逃すと とができません。 富山留学中． 是
非時閣を利用 し． 諸般の風物． 施設に接し． 大いに教養を
高め る絶好の時期を無駄に しないよ う望みます。
最後に健康の 乙 と について． お考え願いたい。
入学試験と いう非常な緊張から開放され． 今や桜と と も

にわが世の春の気持と思いま す。
御父兄が． 一番心配される ζ と は． 学校の成績の と と の

前に． 病気の こ と と思います。 学校には 皆さんの保険組
合があ り ． 健康相談の先生 も 日 を決めて見えています。
若い時代は． 何事に も無理がき く 反面． 大いに もろ さ も

あ り ます。 呉々 も若さを過信する こ と な く ． 自律生活に徹
し． 不幸を未然に防がれる 乙 とを祈り ます。
以上 ，学校態度，教養及び健康の三点にふれま したが． と

のあと ． 学生部長さん． ま た 日 をあ らためて． ． 各学部長
さん短大主事の諸先生方から． 細々 と お話しがあ り ますの
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学生 と し ての生活が． 軌道 にの る と と を祈 り ま す。

1 967年 4 月 1 1 日

富山大学長

日 本大学工 学部 1 名

新入学生は 1 3名で． 出 身大学学部別お よ び専攻． 研究分

野別の数は次の と お り 。

出 身大学学部別

本学工学部1 0名． 文理学部 2 名．

専攻． 研究分野別

電気工学専攻 制御工学 1 名． 通信工学 2 名．

工業化学専攻 燃料化学 1 名 ， 応用物理化学 1 名．

金属工学専攻 非鉄材科学 1 名 ， 鉄冶金学 2 名． 鋳造

学 2 名 ，

熱工学 3 名

横 田 嘉 右 衛 門

機械工学専攻

昭和42年度科学教育研究室 入室式

昭和42年度富 山 大学科学教育研究室入室式は．

午後 1 時30分か ら 本部会議室で行なわれた。

当研究室は． 理科教育を担当 す る 小． 中学校な ら びに高

等学校教諭の指導力強化を 目 標 と し て 文部省の 委嘱で開設

す る も の で 本年度入室 し た研究生お よ び研究題 目 な ら び

に指導 に あ た る教官は次の と お り で あ る 。

5 月 1 5 日

本学大学院薬学研究科の入学式は．

ら本部会議室で挙行 さ れた 。

新入学生は1 6名で． 出身大学学部別 お よ び専攻． 専攻科

目 別の数は次の と お り 。

出 身 大学学部別

本学薬学部 9 名 文理学部 2 名 工学部 2 名 金沢大

学工学部 1 名 明治大学工学部 1 名 韓国国立忠南大

学校文理科大学 1 名 （外国人国費研究留学生）

専攻． 専攻科 目 別

薬学専攻 薬化学 3 名． 薬品分折化学 2 名． 生薬学 E

1 名． 薬品合成化学 1 名． 薬品生物化学 E

4 名． 薬品作用学 4 名 ， 薬品製造学 1 名

一方． 本年新設の工学研究科の入学式は， 5 月 20 日 午前

1 0時か ら 本部会議室で挙行 さ れた 。

昭和42年度大学院入学式

4 月 1 3 日 午前1 0時か

｜ 勤 務 校 ｜ 担 当主豆
一 ｜ 福 光t吐立－ __ _; 

一 「瓦U件 校 ＼ ： = i 叫理科教育 ｜ 教 諭
セ ン タ ー ｜ 物 理

｜ グ i 教 諭
｜ 技 術 ・ 家 庭 科

生'*' フし研

育学部
教 授馬 恒 雄 i青亭蔀士呪工J仁

川 栄
部
授

島 毅育亭蔀一一一
中学技術家庭科電気領域の教材研究 ｜ 講 師�頭 稽 七 郎

員導
目題

福光地区の火成岩の研究

,,.... .7L 研名

土 弘居生
氏

作
化学教材の検討と 指導法の研究

高校物理の量子物五日学的考察保

雄

政

久

山

11.J 

薮

舟

桑

本学創立以来文理学部で担当 し て い た 一般教育課程が，

4 月 1 日 付けで教養部 と し て独立 し た 。

教養部の設置 は， かねてか ら 一般教育審議会で。検討 さ れ

て い た も の で あ る が， 昭和4 1 年度 に お い て， にわかに具体

化 さ れ， 教養部設立準備委員会の発足（昭和42年 2 月 1 7 日 ）

をみて， よ り 具体的 に準備が進め ら れ， 昭和42年 4 月 1 日

か ら 設置 さ れた も の で あ る 。

教養部は， 従来の 文理学部の一部を校舎 と し て使用 す る

l が． 昭和42年度lとは， 教養部独 自 の 校舎を一部新築す る と
と に な っ て い る 。

新築 さ れ る校舎 は ， 鉄筋 コ ン ク リ ー ト 4 階建一部 2 階建
で延面積は2 . 7671i。 1 階は， 教養部長室， 事務室な ど管理
室 と 教室， 2 階お よ び 4 階は ， 教室， 3 階は， 会議室お よ

び講師室 と な っ て い る 。

教育学部 に養護学校教 員養成

課程 を 設置

置設の部養教

本学教育学部 に養護学校教 員養成課程 （入学定員20名〉
が． 昭和42年 4 月 1 日 付けで設置 さ れた 。

大学院工学研究科の 設置

本学大学院に工学研究科が． 昭和42年 4 月 ！ 日 付 けで設
置 さ れた 。

工学研究科 には， 電気工学． 工業化学． 金属工学， 機械
工学の 4 専攻が置かれ． 入学定員は. 36名 と な っ て い る 。

本学大学院につ いては， 薬学研究科が昭和38年 4 月 lζ設
置 さ れ． 乙 の た び工学研究科の設置をみ た 乙 と に よ っ て 2
研究科を有す る 大学院 と な っ た 。
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昭和42年 3 月 ～ 5 月

信
雄

正
孝

ダン ス． フ ァ イ ヤ ー ス ト ー ム ． 駅｛云マ ラ ソ ン

5 月 28 日 討論会 （教育 1 小 a ， 経済 2 c . 薬学 1 . フ ォ
ー ク ダ ン ス ク ラ ブ． 歴史研究会〉 ． 講演 シ ン ポ ジ ュ ム 「

地域開発 と 諸問題」 （地理研究会） ． 揺れ動 く 富山県の

高校教育 （教育科学研究会） ． 講演会 「科学の発達 と 人

類の課題」 日 本大学講師広重徹氏， 第 4 回 ア ジ ア学生会

議 「 東南ア ジ ア と 日 本」 ( I . S . A . く国際学生協会〉

） ． 英語劇「A V iew from the Bridge」 （ E . S .  

s .  ＜英会話 ク ラ ブ＞） ． 人形劇 「小さ い お城 」 （富大

エ ミ ー Jレ） ， 映画 「黄色い カ ラ ス 」 （富大エ ミ － Jレ） ．

「 ヨ ー ロ ッ パの 旅 」 「立山の 四季」 「新興の 富山 」 （ ユ

ー ス ホ ス テ Jレ） ． 子供の 国 （富大エ ミ ー ノレ） ． 茶会 （茶

道部） ． 歌声喫茶 （ユネ ス コ ）． 法律相談所 （親法会） ．

講演会 と 映酒 「智恵の遅れた子供達」 ( F . I . W . C 

＜ フ レ ン ズ 国際労働 キ ャ ン プ＞）

5 月 29 日 ノマネ Jレデ ィ スカ ッ シ ヨ ン グ T H E  S C H O L

A R ’ S  O B L I G A T I O N « ( E . S .  S ） シ ン ポ ジ

ュ ム 〔 「 大学の 自 治 と 学生の 自 治J （各 自 治会 ） ． 「富

山 大学の現状 と そ の変革」 （現代の 理論研究会 ） ． （新

樹寮） 〕 ． 自 主講座 「現代を学ぶー思想 と 文学一 」 （一

般教育 自 治会） ． 講演会 〔 「今ベ ト ナ ム で．ク そ し て 日
本の現状は ？ ー」 （平和を守 る会） ． 「 乙 れが沖縄の現

実だ」 新崎盛障氏＜東京都庁勤務〉 （ユ ネ ス コ ） 〕 ， 映

画 と講演会の集い 「安保闘争 と 青春群像」 （新開会） ．

名画鑑賞会 「切腹」 （映画研究会） ． 謡 曲

5 月 30 日 シ ン ポ ジ ュ ム （全学， 教育学部， 文化サ ー ク Jレ

連合） ． 討論会 （工学部電気 1 ） ， 工学部五福移転問題

討論会 （工学部五福移転実行委員会） ， 講演会 （薬学部

） ． 放送劇 「 時聞 について」 ・ 録音構成 「 タ バ コ につい

て 」 （放送研究会） ． 映画 「別れ道 」

5 月 31 日 講演会 「ベ ト ナ ム戦争 と 知識人の役割 」 作家 い

い だ も も 氏， 合唱 コ ン ク ー ノレ， 空手． 創作舞踊． 混声合

唱， 落語， ギ タ ー マ ン ド リ ン ， イ ヨ ー ノレカ コ ー ラ ス ．
イ ノレハ ー モニ ー. M M S ＜モ ダ ン ミ ュ ジ ッ ク ＞

6 月 1 日 講演会「 日 本資本主義の現状と 今後の展望」東京

経済大学学長井波卓一氏， 「激動 す る 現代世界一平和運
動の停滞をいか に突破す る か一」 青木市五郎氏＜砂川 基

地拡張反対同盟代表＞ ・ 岩木健一氏＜評論家＞ ・ 杉原一

雄氏＜富山県労働者協議会 委員長〉 ・ 映画「流血の砂Jl lJ

フ

（教育学部）

繁治 （教育学部）

保盛 （ 。 ） 

富作 （経済学部）
元覚 （ 。 ） 

佳夫 （ 。 ） 
道広 （薬 学 部）
行則 （ 。 ） 
利吉 （工 学 部）
房男 （ 。 ） 
正夫 （ 。 ） 
秋夫 （ 。 ） 
崇子 （ 。 ） 
と し （ 。 ） 
文雄 （教 養 部）

新平 （ タ ） 
貞子 （附属図書館〉

d』:;c;;; 

本学体育会主催 に よ る 第 1 回全学運動会 は ． 好天 l乙恵 ま
れた 5 月 1 3 日 ． 本学グ ラ ン ド で行 なわれた。

運動会 は． 約 七 000 名の学生が参加 し ． 各種 目 が競われ
た結果経済学部が優勝 し た。

本学職員表彰規則 に よ る本年度の表彰式は， 5 月 3 1 日 （

本学創立記念 日 ） 午前1 1 時か ら 本部会議室で行 なわれ 次

の34氏が永年勤続者 と し て表彰 さ れた 。
〔勤続35年〕

井上 文武
〔勤続20年〕
高松 平吉
田 中 昇
山本 昭子

手崎 政男

児島 毅
久保 和美
清水 タ カ 子

時川 栄作
白井 芳明
大場 友次
一法師頼忠
金子 基之
石原 ミ キ

筆
川井
塩谷

表 彰

設

三郎

新

林

田

崎

村

崎

田

木

中
上

田

瀬
中

間

山

本
場

栗
守

野
植

山

上

高

村
三

山
柳
田
笠

横

杉
関

深井

の

動

幸E
の

永 年 勤 続 者

運

（庶 務 課）

（会 計 課）

（厚 生 課）

（文理学部）

（ 。 ）

（ 。 ）
（ 。 ）

（教育学部）
（ 。 ）
（ タ ）
（ 。 ）
（ 。 ）
（ 。 ）
（ 。 ）

（ 。 ）
（ 。 ）

Jレ

（教育学部）

学全

プ

ノ 、 jレ

（社会科学研究会）

5 月 27 日 ～ 6 月 1 日 展示会 （美術． 書道， 写真． 地理研

究会． ユネ ス コ ． ユ ー ス ホ ス テ ノレ）
7 月 2 日 （大学祭賛助企画） 講演会 「サ ー ク ルの 問題点

と今後の方法」 矢崎金明氏＜新 日 本文学会員＞． 演劇 「
ア ン ド ロ マ ッ ク 」 （劇団ふだい） ・ ユ ー ス 講演

先軍主宣言

恒例の第1 3回大学祭は． 本学創立記念 日 （ 5 月 31 日 ） を
中心に 5 月 27 日 か ら 6 日 間． 同実行委員会主催の も と に開
催 さ れた 。

今 回 は 大学祭開催を機会 に大学の施設お よ び環境な ら び

,u.l. 7-大回1 3 第

に学生生活を参観を願う た め本学後援会会員を招待 し ． 約
300 名 の 出 席を得て大学祭が盛 り 上げ ら れた。

行事 日 程は 次の と お り
5 月 27 回 全学集会， 仮装行列． バーベ キ ュ ー．

桜井教授 に 日 本薬学会教育賞

内町unベU

薬学部教授桜井謙之介は． 薬学教育 lζ対す る 功績を たたフ ォ ー ク
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え ら れ． 日 本薬学会 か ら 次の と お り 日 本薬学会賞 を授与 さ // 蓑口 義隆

れ。 。 笹川 勇
賞 状 申 平井 宗寿

回 桜 井 謙 之 介 殿 臨時用務員 新村 敏郎

本会 は貴殿の薬学教育 lと対す る 多 年 にわ た る 顕著な功績 。 山 村 弘
を認め 乙 乙 に昭和42年度 日 本薬学会教育賞 な ら び に副賞 事 務 見 習 諏訪 京子

広川賞を授与 し 表彰す る 経 済 学 部

昭和42年 4 月 7 日 事 務 官 高崎 公文

社団法人 日 本薬学会会頭 伊 藤 四 十 二 回 薬 学 部
助 手 的場 勝英

職 員 消 J白也、 教 務 員 内田 節子
事 務 員 河上 孝

く新 任 者＞ 技 能 員 砂子悶仙吉

庶 務 課 // 藤野 広春

庶 務 課 長 木村 寿作 事務補佐員 白石 穎子

事 務 員 秘井 博文 工 学 部

事務補佐員 林 洋子 助 手 松木 賢 司

会 計 課 教 務 員 高田 節子

事 務 宮 沢崎 成逸 // 村井 忠邦

事 務 員 道寛 久雄 事 務 員 中村 信一

技 術 員 岡 田 勝二 技 術 員 池永 都
事務補佐員 新村 栄子 // 野 田 且主正主込主

// 藤井 明 用 務 員 前川 清徳

// 平等 路子 事務補佐員 浦上喜笑子

施 設 課
// 鈴木 正

技 術 員 高島 正信 教 養 部

事務補佐員 吉野 義光 事 務 員 高尾 貢

学 生 課 事務補佐員 頭川 恵子

学 生 課 長 住友 衡 // 磯野 睦子

事 務 員 高 巴 欣市
// 村 t久美子

事務補佐員 度山満里子
臨時用務員 前川 徳太郎

臨時用務員 藤野 良雄
附属図書館

厚 生 課
事務補佐 員 中西 利子

厚 生 課 長 河野 喬 ＜改 続＞
会 計 課

事 務 員 林 清治 事 務 官 刈賀 春樹 （旧姓 ・ 土池）

文 理 学 部 文 理 学 部

講 師 石 田 安弘 事務補佐員 牧野智恵子 （旧姓 ・ 坂本）

事 務 官 林 5ム ！ ＜住所変更＞
教 育 学 部 庶 務 課

助 教 授 加藤 龍夫 事 務 官 清水 寛
；茸 師 高森 邦明 会 計 課

// 加瀬正二郎 ｜ 事 務 自 刈賀 春樹
// 大坪 力政

// 田 中 主日ITL 

文 理 学 部
教 論 島原 一清 講 師 松本 進

イア 本江 進 助 子 小黒 干足
// 橋本十代一
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事 務 官 白 野 明

事務補佐員 牧野智恵子
教 育 学 部

助 教 授 池 田 ト ミ

講

グ 大塚 恵－
// 藤井 敏孝

師 小西 照泰

助 手 竹 内 茂弥
事 務 官 野 口 隆

。 角 井与志雄

経 済 学 部
助 手 妙見 孟

薬 学 部
助 教 授 吉井 英一
助 手 安立 準
技 官 佐野 清教

工 学 部
教 授 養田 実

。 宮尾 嘉寿

助 手 加藤 勉
奥井 健一

事 務 員 東 敏
技 術 員 高塚 清文
事務補佐員 荒木美登里

教 養 部
助 教 授 柿同 時正

附属図書館

事 務 官 沢井 泉子

経営短期大学部
助 教 授 田 村 茂夫

報

＜住所地名 ・ 住居表示変更＞
庶 務 課

事 務 官 涌井三枝子
施 設 課

技 官 高田 勝春
文 理 学 部

事 務 官 清水 タ カ 子
グ 涌井 芳朗

事 務 員 前田 邦樹

昭和42年 3 月 ～ 5 月

！ 工 学 部

！ 助 手｜ 事務補佐員
柳瀬 秋夫
木下 弘子

｜ 主 要 日 三土問D>

［ ｜三 部 ｜
3 月 6 日 入学試験管理委員会

。 教養部設立準備委員会 カ リ キ ユ ラ ム分科会
1 0 目 。
1 3 日 。
1 5 日 評議会 （第 1 1 回）
1 8 日 大学院薬学研究科第 3 回学位記授与式
20 日 卒業式
23～25 日 入学試験

27 日 教養部設立準備委員会法規組織分科会
30 日 教養部設立準備委員会
。 後援会役員 と 経済学部教 官 と の懇談会

4 月 1 日 評議会 （第 1 回）
2 日 入学説験合格者発表
3 日 後援会役員会
5 日 教養部設立準備委員会法規組織分科会
6 日 教養部設立準備委員会
。 教養部設立準備委員会 カ リ キ ユ ラ ム分科会

1 0 日 教養部設立準備委員会
1 1 日 入学式
。 後援会総会． 同役員会

1 3 日 大学院薬学研究科入学式
1 4 日 評議会 〈第 4 回）
1 8 日 教養部設立準備委員会
27 日 公務員宿舎委員会
28 日 学部長懇談会

。 教養部運営協議会 と教養部人事教授会 の合同会
議

5 月 1 0 日 プー ノレ建設委員会
12 日 教養部暫定教官人事委員会
1 3 日 大学祭運動会
1 5 日 科学教育研究室入室式
20 日 大学院工学研究科入学式
27 日 大学祭前夜祭
28 日 後援会会員の大学施設見学． 後援会理事会
29 日 認定講習委員会
3 1 日 開学記念 日

永年勤続者表彰式

文 理 学 部

3 月 8 日 教授会
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20 日 文理学部卒業祝賀会 1 8 日 選考委員会
22 日 教授会 1 9 日 予算委員会

。 人事教授会 24 日 職業補導委員会
23 ・ 24 日 入学試験 // 予算委員会

4 月 1 日 教授会 25 日 人事教授会
1 1 日 人事教授会 26 日 教授会
12 日 新入学生オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン イP 教務委員会
14 日 新学期 授業 開始 5 月 1 日 職業補導委員会
1 9 日 教授会 // 選考委員会
。 人事教授会 1 0 日 教務委員会

5 月 1 6 日 X 線間接撮影実施 1 1 日 選考委員会
1 7 日 教授会 1 9 日 選考委員会

// 人事教 授会 22 日 補導委員会
24 日 人事教授会 24 日 教授会

。 教務委員会｜ 教 育 学 部 l 29 日 職業補導委員会

3 月 1 日 教 授会
30 日 人事教授会

3 日 職業補導委員会 ｜ 経 済 学 部 l
4 日 教育実習委員会
6 日 特別教職課程委員会 3 月 2 日 学科新設推進委員会
9 白 人事教授会 9 日 教授会 （第33回）
10 日 教育専攻科入学試験 グ 教務委員会
1 3 日 大学問題対策委員会 1 1 日 教務， 補導合同 委員会
。 教務委員会 1 3 日 教務． 補導合同委員会

14 日 教授会 23 ・ 24 日 入学試験
// 教務． 補導合同委員会 27 日 経済学専攻科入学試験

1 5 日 人事教授会 4 月 1 日 教授会 （第 1 回）
々 附属小学校卒業式 // 人事教授会

1 6 日 人事教 授会 8 日 教授会 （第 2 回）
// 教育専攻科入学試験合格者発表 // 人事教授会
申 附属 中学校卒業式 1 2 日 新入学生オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン

18 日 附属幼稚園卒業式 イケ 新学期授業 開始
23～25 日 入学試験 // 教務． 補導合同委員会
30 日 人事教授会 1 7 日 職業補導委員会 （第 1 回）

4 月 1 日 教授会 1 9 日 教務． 補導合同委員会
// 教務， 補導合同委員会 20 日 教授会 （第 3 回）
// 選考委員会 人事教授会

4 日 附属小学校入学式 24 日 経済学会委員会
6 日 人事教授会 25 日 職 業補導委員会 （第 2 回）
。 教育専攻科入学式 5 月 2 日 職業補導委員会 （第 3 回）
。 附属 中学校入学式 1 1 日 人事教授会

10 日 選考委員会 ィ7 X 線間接撮影実施
1 1 日 大学問題対策委員会 // 経済学会委員会

々 附属幼稚園入国式 1 3 日 教務． 補導合同委員会
12 日 教授会 ’J 春季 レ ク リ エ ー シ ヨ ン （二上山． 延対寺）
。 新入学生オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン 1 5 日 学術講演会 （講師． 中川善之助先生）

1 7 日 大学問題対策委員会 1 6 日 職業補導委員会 （第 4 回）
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1 8 日 教授会 （第 4 回）
// 教務， 補導合同委員会
。 職業補導委員会 （第 5 回）
// 定期健康診断実施

23 日 職業補導委員 会 （第 6 回）
24 日 経済学会委員会
25 日 教務委員会

// 教授会 （第 5 回）
// 北陸経済研究所常任委員会

27 日 職業補導委員 会 （第 7 回）
29 日 教務． 補導合同委員会
30 日 職業補導委員会 （第 8 回〉

1 4 日 新学期授業開始
1 7 日 大学院設置準備委員会
1 9 日 大学院に関する打合せ会

5 月 1 ～ 8 日 大学院工学研究科入学願書受付
1 0 ・ 1 1 日 大学院工学研究科入学試験
1 2 日 大学院工学研究科委員会
1 3 日 大学院工学研究科入学試験合格者発表
1 7 日 一般教授会及び専任教授会
。 学生， 職員 の X 線間接撮影及び腸， パ ラ チ フ ス

予防接種実施
28 日 後授会会員工学部見学

｜ 薬 学 部 l
3 月 1 1 日 教 授会

。 大学院薬学研究科委員会
。 研究施設運営委員会

1 8 日 教授会
20 日 卒業祝賀式

。 富山 薬窓会総会
23 ・ 24 日 入学試験

4 月 1 日 教授会

｜ 教 養 部 ｜

d’ 薬剤師国家試験
1 2 日 新入学生オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン
1 9 日 大学院薬学研究科委員会
27 日 教授会

。 大学院薬学研究科オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン
5 月 4 日 選考委員会

1 5 日 学務関係事務打・合せ会
1 6 日 職業補導委員会
。 大学院薬学研究科委員 会

1 8 日 教授会
25 日 就職希望学生X線直接撮影
26 日 薬学部図書館後援会総会

4 月 1 日 教養部発足
1 0 日 教授会 （第 1 回）
1 3 日 創立懇親会

// 一般教育オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン
1 4 日 新学期授業開始
1 9 日 教授会 （第 2 回〉
25日 教養部教官 と学生と の懇談会
26 日 教授会 （第 3 回）

5 月 4 日 図書委員会
// 教授会 （第 4 回 〉

8 ～1 0 日 X 線間接撮影実施
1 7 日 教授会 （第 5 回）
24 日 教授会 （第 6 回）

附属 図 書館 ｜
3 月 1 日 増加図書 目 録刊行 （昭和40年度）

8 日 事務打合せ会 （第 1 1 回）
1 1 日 商議会 （第 4 回）

4 月 1 3 日 図書館利用オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン
1 4 日 事務打合せ会 （第 1 回）
24 日 事務打合せ会 （第 2 回）
28 日 商議会 （第 1 回）｜ 工 学 部 l

3 月 1 4 日 一般教授会
グ 補導委員会

23 ・ 24 日 入学試験
25日 大学院設置準備委員会
28 日 大学院設置準備委員会

4 月 1 日 一般教授会及び専任教授会
1 0 日 大学院設置準備委員会
1 2 日 新入学生オ リ エ ン テ ー シ ヨ ン

グ 大学院 に 関す る 打合せ会
1 3 日 一般教授会
。 学部補導委員会

｜ 経営短期大学部 i
3 月 3 日 入学願書受付締切

1 0 日 教官会議
1 6 日 入学誌験
20 日 卒業式
22 日 編入学． 再入学出 願者入学試験
27 日 教官会議

。 入学試験合格者発表
4 月 1 1 日 入学式

// 入学手続締切
1 2 日 入学者歓迎祝賀会
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5 月 1 3 日

報

｜ 編 集
i 富 山 大 学 庶 務 課
｜ 富 山 市 五 福 3 1 9 0 I 印刷所

! 昭 和 印 刷 株 式 会 社

｜ 富 山 市 大 泉 7 2 4 
！ 電 話 41 代 3 9 2 8 

学

教 官会議
定期健康診断 e x 線） ！ 
教官会議 ｜ 
授業料減免委員会 ！ 
経済． 短大合同 レ ク リ エ ー シ ヨ ン （二上山． 伏 ｜
木港）
学友会総会 ｜ 
定期健康診断 ！ 
後援会総会 I 

昭和42年 3 月 ～ 5 月

1 4 日

1 9 日
22 日
26 日

26 日
イア

nxu
 
η弓U


